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第２次瑞穂町環境基本計画の策定にあたって
瑞穂町では、平成19年４月に「瑞穂町環境基本条例」を

施行し、町民、事業者及び行政の環境に関する責務などに

ついて定めました。 

この条例の基本理念を具体化し、環境の保全等に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的として、

平成21年３月に「瑞穂町環境基本計画」を策定(平成27年３

月改訂)し、基本目標を「自然とふれあい、安心して暮らせ

るまち  みずほ」と定め、瑞穂町の環境保全等に資する施

策の総合的な推進を図ってきました。 

しかしながら、この10年間に自然環境や社会情勢の変化

に伴う事象は顕著になってきました。 

ひとつには、地球温暖化が原因とされる気候変動です。町でも台風による豪雨や強風

によって、かつてない短時間強雨や最大瞬間風速を記録し、何度も甚大な被害を経験し

ました。 

また、社会情勢の変化においては、人口減少と高齢化による空き地や空き家、遊休農地

の増加など、私たちの生活環境に少なからず影響が生じてきています。 

さらに、私たちの日常生活に大きな利便性をもたらしてきたプラスチック製品による海

洋汚染も地球規模の大きな課題となっています。 

一方で、瑞穂町には狭山丘陵をはじめとした豊かな自然環境が残されていて、私たちの

日常生活に潤いと安らぎを与えてくれています。 

私たちには、先人たちによって守り受け継がれてきたこの豊かな環境を、未来に引き継

ぐ責任があります。そのために、身近な環境問題に関心を持ち、できることから一つずつ

取り組んでいくことが大切です。 

「第２次瑞穂町環境基本計画」は、それぞれの地域で住みよい環境を保全し、将来にわ

たって活力のある社会が維持できる「持続可能な社会」を目指して策定しました。 

これからも、計画の基本目標に掲げている”自然とふれあい、安心して暮らせるまち”

であり続けるために、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後に、計画の策定にあたり、町民、事業者の皆様をはじめ、環境審議会及び関係者の

方々から多くの貴重な御意見や御提案を賜りましたことに心から御礼を申し上げます。 

平成31年３月 

瑞穂町長 杉 浦 裕 之
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第１章 計画の基本的事項 

１ 計画の基本的事項                   

（１）策定の背景 

瑞穂町は、古くから青梅街道、日光街道の宿場町として栄え、狭山丘陵を

はじめとした緑豊かな自然環境を保ちつつ発展を続けてきました。 

町では、平成 19 年４月に町、町民、事業者の責務等について定めた「瑞穂

町環境基本条例」（以下「環境基本条例」といいます。）を施行しました。平

成 21 年３月に「瑞穂町環境基本計画」を策定、平成 26 年度に中間的見直し

を行い「瑞穂町環境基本計画（改訂版）」（以下「第１次計画」といいます。）

を策定し、瑞穂町の環境保全等に資する施策の総合的な推進をはかってきま

した。 

豊かで便利な生活を享受する一方で、温室効果ガスの排出による地球の温

暖化による影響から地域環境の悪化も懸念されています。 

こうしたことから、平成 30 年度に現行計画の計画期間が満了することに伴

い、第１次計画の再評価を踏まえ、国や都道府県の政策、社会等の情勢に応

じた、「第２次瑞穂町環境基本計画」（以下「第２次計画」といいます。）を策

定することとしました。 

 

（２）計画の目的 

瑞穂町環境基本計画は、環境基本条例の基本理念を具体化し、環境の保全、

回復及び創出（以下「環境の保全等」といいます。）に関する施策の総合的か

つ計画的な推進をはかることを目的とします。 

 

●瑞穂町環境基本条例の基本理念 

(基本理念) 

第３条 環境の保全等は、町民が健康で安全かつ快適に暮らすことができる良好な環境

を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければなら

ない。 

２ 環境の保全等は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な

まちづくりを目的として、すべての者の積極的な取組と相互の協力によって行われ

なければならない。 

３ 地球環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境に深くかかわっていることから、

すべての日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。 
  

第１章 計画の基本的事項 

（３）計画の位置づけ 
第２次計画は、環境基本条例に基づいて策定し、「第４次瑞穂町長期総合計

画後期基本計画」（平成 28 年３月）を上位計画とした環境分野の基本計画（マ

スタープラン）として位置づけるものとします。 

このため、町のすべての個別計画・行政施策の策定にあたっては、環境基

本計画の趣旨を尊重し、環境への配慮を織り込むこととします。 

また、環境保全等に関係する個別計画に基づく施策の策定・推進にあたっ

ては、個別計画に基づく進行管理との連携をはかっていきます。 

 

●計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）計画の主体 
瑞穂町環境基本計画を推進する主

体は、町、町民及び事業者とします。 

これら３者は、環境基本条例に規

定するそれぞれの責務を踏まえ、環

境保全等の目標を達成するために取

組をすすめていくこととします。 

 

  

町 

町 民 事業者 

三者協働 
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第１章 計画の基本的事項 

（５）計画の期間 
第２次計画の期間は、平成 31（2019）年度から平成 40（2028）年度までの

10 年間とし、社会状況の変化や計画の進捗状況を踏まえ、必要に応じて計画

の見直しを行います。 

 

●計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

（６）計画の対象区域 
瑞穂町環境基本計画の対象区域は、

瑞穂町の行政区域全体とします。 

 

●瑞穂町の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

長岡地区

元狭山地区

箱根ケ崎地区

武蔵野地区

石畑地区

横田基地

殿ケ谷地区

 

第１章 計画の基本的事項 

（７）計画の対象とする範囲 
瑞穂町環境基本計画は、環境基本条例の理念に基づき、すべての人々の協

力のもと、豊かな環境を保全し創出するとともに、人と自然との共生をめざ

し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能なまちをつくりあげていくこと

を念頭に、以下の５つの環境に係る視点から検討していきます。 

環境項目については限定的なものではなく、新たな項目を立てる必要が生

じた場合には適宜、対応していくこととします。 

 

●計画の対象とする範囲 

環境に係る視点 環境項目 

地球環境 
地球温暖化／地球環境問題／ごみ減量 

／資源化／エネルギー／気候変動 

自然環境 
緑／生物／水辺／自然とのふれあい 

／生物多様性／自然と共生する歴史・文化 

生活環境 大気／水環境／騒音・振動／土壌・地下水／その他 

快適環境 景観／快適性／安心・安全 

参加協働 
参加協働／環境教育・環境学習 

／自主的な環境配慮行動 
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第１章 計画の基本的事項 

２ 環境に関連する社会的動向               

（１）地球温暖化の進行に伴う気候変動問題 

① 地球温暖化の将来予測 

世界の平均気温は上昇し続けており、近い将来、食糧危機や多くの種の

絶滅が懸念される等、気候変動は人類をはじめ全ての生命にとって重大な

脅威となっています。 

国連の気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）は、地球温暖化の科

学的な評価と対策を盛り込んだ「第５次評価報告書」を平成 26 年 11 月に

公表しました。 

第５次評価報告書では、1880 年～2012 年の期間に世界平均地上気温が

0.85℃上昇しており、20 世紀半ば以降に観測された地球温暖化の主な要

因は人間活動の可能性が極めて高いことを指摘しています。さらに、21

世紀末（2081 年～2100 年）の世界の平均気温は、現状を上回る地球温暖

化対策を実施しない場合、現在（1986 年～2005 年の平均）よりも 2.6℃

～4.8℃上昇する可能性が高いと予測しています。 

 

●ＩＰＣＣ第５次評価報告書における世界平均地上気温の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気候変動に関連すると考えられる干ばつ、洪水、嵐等の災害は、1980

年代に比べ 2000 年代に入ってから増加しています。極端な異常気象、海

面上昇による島しょ諸国沿岸の浸水、深刻な干ばつによる食料不足と難民

現 状 を上 回 る 温 暖

化 対 策を 実 施 し な

い場合の気温上昇  

現状を上回る温暖化対策

を実施した場合の気温上昇  

21 世紀末 

（2081～2100年） 

出典：気象庁「気候変動 2013：自然科学的根拠 気候変動に関する政府間パネル 第 5 次評価報告書 

第 1 作業部会報告書 政策決定者向け要約（気象庁訳）」資料より作成 

第１章 計画の基本的事項 

の発生、ジカ熱等の感染症の世界的な拡大等、21 世紀に入って毎年のよ

うに世界各地で気候変動に関連すると思われる事象が発生しています。 

 

●地球温暖化による気候変動リスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「地球温暖化パネル」 

 

② 東京の気候変動 

日本の年平均気温は 1898 年～2017 年で 100 年あたり約 1.19℃の割合で

上昇しました。東京では、ヒートアイランド現象の影響もあり、100 年あ

たり約 2.5℃上昇し、１時間降水量 50ｍｍ以上の「短時間強雨」が増加傾

向にあります。瑞穂町の近隣（アメダス観測地点〔青梅〕）では、平成 30

年７月に同地点での観測史上最も高い 40.8℃を記録しました。 

「地球温暖化予測情報第９巻」（平成 29 年３月、気象庁）の温室効果ガ

ス濃度が最も多くなるシナリオによると、東京の年平均気温は 100 年後に

約４℃上昇すると予測されています（現在の鹿児島県種子島辺りの気温に

相当）。また、35℃以上の猛暑日が 100 年後に約 40 日増加、1 時間 50ｍｍ

以上の短時間強雨の回数が現在より２倍以上になると予測されています。 

このまま地球温暖化による気候変動が進行すると、町においても、暑熱

環境の悪化、豪雨や台風などに伴う風水害、熱中症や感染症の増加など、

人の健康や生活環境などへの影響が懸念されます。 
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第１章 計画の基本的事項 

③ 気候変動対策に対する国際的な取組 

平成 27 年 12 月の「気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ21）」

で採択されたパリ協定は、平成 28 年 11 月４日に発効されました。この協

定は、産業革命以降の世界平均気温上昇を２℃以内に、できれば 1.5℃以

内に抑え、今世紀末までに排出と削減が同程度になることを目指し、条約

加盟国の全てが温室効果ガス削減に向けて各国の目標を提出した公平かつ

実効的な枠組みで、「低炭素社会」に向けた転換点となるものです。 

 

（２）国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ〔エス・ディ・ジーズ〕） 

平成 27年９月の「国連持続可能な開発サミット」において、平成 42（2030）

年までの国際社会共通の目標として、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」

を中核とする「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されま

した。この採択は、世界が持続可能な発展を目指し、人間活動に伴い引き

起こされる諸問題を喫緊の課題として認識し、国際社会全体で解決に取り

組んで行くことを決意した画期的な合意です。 

平成 28 年 1 月にスタートしたＳＤＧｓは、17 の目標とそれらに付随す

る 169 のターゲットから構成され、持続可能な開発の３本柱とされる経済

面・社会面・環境面の課題全てに幅広く対応し、調和させることを目指し

ています。 

なお、「東京都環境基本計画」（平成 28 年３月）では、ＳＤＧｓについ

て「今後の国の施策だけでなく、自治体の環境施策においても指針とすべ

きもの」と言及しています。 

 

●持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）における 17 の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国際連合広報センターホームページ 

第１章 計画の基本的事項 

３ 瑞穂町の概況                     

（１）瑞穂町のプロフィール 

瑞穂町は、東京都心から西へ約 40 キロメートル、新宿駅から電車で約

1 時間 20 分の距離に位置しています。東部には狭山丘陵が広がり、豊か

な自然に育まれ、あふれんばかりの鮮やかな緑が目に飛び込んできます。

四季折々の姿は、訪れる人の心を和ませ、ハイキングなどを楽しむ方々の

憩いの場となっています。また、町の中心部から北側には、都内随一の生

産量を誇る東京狭山茶の茶畑が広がり、東京のお茶処のまちとして知られ

ています。 

南側には、在日米軍横田基地があります。基地による生活への影響は、

その対策を基地や国に対して要望しつつ、一方で基地内に住む方とは良き

隣人として、国際交流も行っています。 

将来都市像「みらいに ずっと ほこれるまち～潤いあふれ、活力みな

ぎる地域社会をめざして～」の実現に向け、安心していきいきと快適な生

活を送ることができるまちづくりをすすめています。 

（２）人 口 

瑞穂町の人口は、平成元年の 29,845 人※から平成 16 年の 33,991 人※ま

で、多少の変動はあったものの着実に増加を続けてきました。平成 16 年

以降は僅かではあるものの減少に転じており、平成 30 年４月１日時点で

は 33,455 人となっています。 

世帯数は、平成元年の 8,956 世帯※から増加を続けており、平成 30 年４

月１日時点では 14,883 世帯※となっています。 

※ 人口・世帯数はいずれも各年４月１日現在の数値 

　一方、東京環状（国道16号）や新青梅街道（都道5号新宿青梅線）など

の主要道路が行き交う道路交通の要衝ともなっています。圏央道青梅イ

ンターチェンジが近いことから、近年は大型商業施設や物流関係施設の

立地が進んでいます。 
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●瑞穂町の人口と世帯数（各年４月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 24 年までは外国人登録が含まれておりません 
出典：（平成元年～平成 25 年）「瑞穂町と横田基地」（平成 26 年８月 瑞穂町）、（平成 26 年～平成

30 年）瑞穂町ホームページ 

 

「瑞穂町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 28 年３月）では、複

数の推計方法による総人口の推計値を示しています。これによると、平成

52（2040）年の推計人口は、26,125 人から 27,554 人と推計されています。

また、推計最大値（移行率法〔２回平均〕）と、推計最小値（移行率法〔最

新〕）についての年齢三区分の推計値が示されています。 

 

●瑞穂町における年齢三区分人口の推計結果（国勢調査年ベース） 

 

出典：「瑞穂町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 28 年３月）資料より作成 

移行率法（最新）
平成27 年
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平成32 年
（2020）

平成37 年
（2025）

平成42 年
（2030）

平成47 年
（2035）

平成52 年
（2040）

765,2598,2781,3153,3985,3440,4）人（歳 41～0

人口全体に占める割合（％） 12.3 11.2 10.8 10.8 10.4 9.8

297,31525,51450,71952,81271,91282,02）人（歳 46～51

人口全体に占める割合（％） 61.5 59.7 59.0 57.7 55.7 52.8

667,9534,9592,9453,9063,9346,8）人（上以歳 56

人口全体に占める割合（％） 26.2 29.1 30.2 31.5 33.9 37.4

521,62558,72635,92469,03121,23969,23）人（計合

移行率法（２回平均）
平成27 年
（2015）

平成32 年
（2020）

平成37 年
（2025）

平成42 年
（2030）

平成47 年
（2035）

平成52 年
（2040）

007,2810,3403,3264,3286,3890,4）人（歳 41～0

人口全体に占める割合（％） 12.3 11.2 10.9 10.8 10.4 9.8

042,41898,51153,71554,81003,91453,02）人（歳 46～51

人口全体に占める割合（％） 61.1 58.9 57.9 56.6 54.5 51.7

416,01432,01700,01549,9567,9538,8）人（上以歳 56

人口全体に占める割合（％） 26.5 29.8 31.2 32.6 35.1 38.5

455,72051,92266,03268,13747,23782,33）人（計合

第１章 計画の基本的事項 

この推計結果によると、老年人口（65 歳以上）では増加傾向、年少人口

および生産年齢人口では減少傾向となり、高齢化率（総人口に占める 65 歳

以上人口の割合）は上昇し、今後は、高齢者の一人暮らしや高齢者のみ世

帯の増加、少子高齢化による人口構造の変化などにより、地域コミュニテ

ィが希薄していくことが懸念されます。また、世帯数の減少により町内の

エネルギー消費量は減少傾向となる一方、少人数世帯の増加に伴い人口１

人当たりエネルギー消費量が増加することが予想されます。

このような社会構造の変化に対応し、公共交通や医療施設などの公共サ

ービスの充実、コミュニティ活動への参加促進などが求められるなか、状

況に応じた環境保全等のための施策を講じていく必要があります。 

（３）産 業 

「平成 28 年経済センサス‐活動調査報告」によると、平成 28 年度の瑞

穂町の事業所数は 1,717 件、事業従事者数は 21,888 人となっています。事

業所数は、製造業（433 件）、卸売・小売業（396 件）、建設業（197 件）

の順で多くなっています。事業従事者数は、製造業（7,546 人）、卸売・

小売業（4,117 人）、運輸・郵便業（3,036 人）、サービス業（他に分類さ

れないもの）（1,748 人）の順となっています。 

●瑞穂町の業種別事業所割合（平成 28 年）

出典：平成 28 年経済センサス‐活動調査報告（産業横断的集計）
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第１章 計画の基本的事項 
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●瑞穂町の業種別事業所割合（平成 28 年）

出典：平成 28 年経済センサス‐活動調査報告（産業横断的集計）
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0.2% 建設業

4.5%

製造業
34.5%

電気・ガス・熱供給・水道業
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情報通信業
0.0%運輸業、郵便業

13.9%

卸売業、小売業
18.8%

金融業、保険業
0.6%

不動産業、物品賃貸業
1.8%
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専門・技術サービス業
0.5%

宿泊業、飲食サービス業
4.7%

生活関連サービス業、

娯楽業
4.0%

教育、学習支援業
0.6%

医療、福祉
7.6%

複合サービス事業
0.3%

サービス業

（他に分類されないもの）
8.0%
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第１章 計画の基本的事項 

（４）土地利用 

平成 28年の瑞穂町の総面積は約 1,685haであり、このうち宅地が約 531ha

で 31.5％、その他が約 681haで 40.4％（うち横田基地が約 210haで 12.5％）、

畑が約 303ha で 18.0％を占めています。 

宅地は、平成 10 年の約 443ha（26.3％）から、平成 28 年には約 531ha

（31.5％）となっており、増加傾向にあります。 

畑は、平成 10 年の約 335 ha（19.9％）から、平成 28 年には約 303ha

（18.0％）となっており、減少傾向にあります。 

山林は、平成 10 年の約 189ha（11.2％）から、平成 28 年には約 170ha

（10.1％）となっており、減少傾向にあります。 

その他は、公園・河川・道路・国有地などとなっています。 

 

（５）交 通 

瑞穂町の車両交通は、青梅街道(都道５号新宿青梅線)と東京環状(国道

16 号)が箱根ケ崎で交差しているほか、青梅街道のバイパス路線である新

青梅街道(都道５号新宿青梅線)の終点となっており、首都圏の道路交通上、

重要な位置を占めています。 

鉄道は、八王子と高崎を結ぶＪＲ八高線が通っており、箱根ケ崎駅１駅

が存在します。八高線は平成８年に八王子－高麗川間が電化され、現在で

は川越－八王子間を直通運転しています。平成 17 年３月には、箱根ケ崎

駅が新駅舎として完成し、東京駅との直通電車が運行されています。 

バス路線は、都営バス、立川バス、西武バスが運行しており、箱根ケ崎

駅を中心に入間、小平、福生、昭島、羽村、立川方面を結ぶ路線が発着し

ています。また、町内には、高齢者や障がい者等を対象とする福祉バスが

運行されています。 

  

第１章 計画の基本的事項 

（６）瑞穂町の環境に対する町民の満足度 

平成 30 年８月に「環境に関する意識調査」※を実施し、町民による「家

の周りの緑・水辺」と「生活環境」について、現在の満足度と第１次計画

策定当時（10 年前）からの満足度の変化を調べました。 

※ 町民：18 歳以上の町内居住者（「住民基本台帳」を基にした無作為抽出）を対

象（配布数 2,000 件、回収数 683 件、回収率 34.2％）。 

「家の周りの緑・水辺」について「満足」「やや満足」を合わせた値が

50％を超えたのは、「森や林の緑」「公園や街路樹などの緑」でした。また、

「10 年前との比較」について「良くなった」が最も高かったのは「公園

や街路樹などの緑」で、「河川環境」「森や林の緑」の順でした。 

 

●家の周りの緑・水辺に対する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生活環境」について「満足」「やや満足」を合わせた値が 50％を超え

た項目はありませんでした。また、10 年前との比較について「良くなっ

た」が最も高かったのは「ごみなどの野焼き」で、「自然にはない臭いや

不快な臭い」「自転車の不法駐輪、乗り捨て」「街頭広告、各種立て看板、

チラシ等」の順でした。 
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第１章 計画の基本的事項 
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第１章 計画の基本的事項 

４ 第１次計画の進捗状況                 

（１）第１次計画の進捗状況の公表、見直しの実施状況 

第１次計画の進捗状況及び施策の実施状況については、毎年、環境審議会

へ報告するとともに、町ホームページで町民・事業者に公表しています。ま

た、環境審議会からの意見を参考に、取組について改善をはかってきました。 

 

（２）町の施策の実施状況 

第１次計画では、町の施策について望ましい環境像及び取組方針に沿って

20 項目の計画の目標・指標を設定し、平成 30 年度までの達成を目指すことと

しました。ここでは、平成 29 年度時点での指標の実績値について評価を行っ

た結果を示します。 

 

●第１次計画の目標と実績値 

 

 

 

 
１ さわやかな空気、清らかな大地、みんなが安心して暮らすことができるまちを創るた

めに 
 

取組方針 指標 
基準年 

（H25 年度） 

現状 

（H29 年度） 

現行計画の目標 

（H30 年度） 

評

価 

（１）公用車の低公害車へ

の転換を進めていき

ます。 

特定低公害車（燃料

電池自動車、電気自

動車、ハイブリッド

自動車）の導入率※ 

13％ 

（基準年） 
10.14％ 

30％ 

（H30 年度） 
↘ 

（２）大気環境調査を実施

し、基準超過するこ

となく良好な状態を

維持しつつ、さらな

る改善に努めます。 

環境基準 
環境基準値 

以内 

環境基準値 

以内 

環境基準値の 

維持 

（H30 年度） 

◎ 

（３）公共下水道の普及を

推進していきます。 
下水道普及率 96.7％ 97.6％ 

98.0％ 

（H30 年度） 
↗ 

（４）水質環境調査を実施

し、基準超過するこ

となく良好な状態を

維持しつつ、さらな

る改善に努めます。 

環境基準 

一部項目（大

腸菌群数）で

環境基準値超

過 

一部項目（大

腸菌群数）で

環境基準値超

過 

環境基準値の 

達成 

（H30 年度） 

→ 

※平成 27 年度までは低公害・低燃費車台数を指標としていましたが、平成 28 年度から特定低公害車（燃

料電池自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車）に特化した内容に改めました。 

【評価の凡例】 ◎：目標値を既に達成したもの 

↗ ：進捗しているもの 

→：進捗が見られないもの 

↘ ：後退の傾向にあるもの 
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第１章 計画の基本的事項 
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第１章 計画の基本的事項 

２ 豊かな緑、多様な生き物、みんなが共存できるまちを創るために 
 

取組方針 指標 
基準年 

（H25 年度） 

現状 

（H29 年度） 

現行計画の目標 

（H30 年度） 

評

価 

（１）市街地の貴重な緑を保全

するため、保存樹林地や

保存樹木の指定、助成を

継続していきます。 

保存樹木数（累

計） 
30 本 33 本 

40 本 

(H30 年度） 
↗ 

（２）公園などの拡充やポケッ

トパークを整備していき

ます。 

都市公園などの

管理面積（累計） 
179,423 ㎡ 180,698.02 ㎡ 

182,000 ㎡ 

（H30 年度） 
↗ 

（３）生垣による緑化を普及啓

発していきます。 

生垣緑化助成に

基づく生垣の累

計総延長 

753ｍ 808.7ｍ 
1,000ｍ 

（H30 年度） 
↗ 

（４）小中学校の校庭芝生化を

推進していきます。 

校庭芝生化学校

数 
３校 全７校 

７校 

（H30 年度） 
◎ 

（５）毎年、残堀川の水生生物調査を実施し、調

査結果を情報提供していきます。 
－ － － ◎ 

（６）外来種や生態系を乱す恐れのある生物につ

いて情報提供していくとともに、計画的に

捕獲し、自然の生態系回復を図ることの重

要性を啓発してきます。 

－ － － ◎ 

 

３ 歴史と文化を大切にし、みんなが楽しく暮らせるまちを創るために 
 

取組方針 指標 
基準年 

（H25 年度） 

現状 

（H29 年度） 

現行計画の目標 

（H30 年度） 

評

価 

（１）全町一斉清掃の継続実施

により、町の美化を図っ

ていくとともに、町民の

美化意識の高揚を図っ

ていきます。 

一斉清掃での参

加人数 
5,872 人 5,356 人 

6,300 人 

（H30 年度） 
↘ 

 
４ 地域から地球へ、みんなで地球を守っていくまちを創るために 
 

取組方針 指標 
基準年 

（H25 年度） 

現状 

（H29 年度） 

現行計画の目標 

（H30 年度） 

評

価 

（１）「瑞穂町第二次地球温暖

化対策実行計画」に基づ

き、中間目標として基準

年度（平成 27 年度）比

で、平成 33 年度までに

10％の削減を目指し、毎

年の削減目標は２％を

目指します。 

温室効果ガス排

出量 

3,589,094 

kg-CO2 

（H27 年度） 

3,498,598 

kg-CO2 

3,445,530 

kg-CO2 
↗ 

（２）公共施設の建設にあたっては、自動照明設

備や太陽光などの新エネルギーを導入して

いきます。 

※目標値の設定はない － 

（３）道路照明灯や防犯等のＬ

ＥＤ化を進めていきま

す。 

道路照明灯の 

ＬＥＤ化率 
０％ 36％ 60％ ↗ 

防犯灯の 

ＬＥＤ化率 
８％ 44% 83％ ↗ 

（４）ごみの減量を推進し、町

民１人１日当たりのごみ

の排出量を減少してい

きます。 

町民１人当りの 

ごみの排出量 
941ｇ 950ｇ 

788ｇ 

（H30 年度） 
↘ 

 

 

第１章 計画の基本的事項 

取組方針 指標 
基準年 

（H25 年度） 

現状 

（H29 年度） 

現行計画の目標 

（H30 年度） 

評

価 

（５）資源の再利用を進め

ていきます。 
総資源化率 33.7％ 31.0％ 

40.2％ 

（H30 年度） 
↘ 

（６）不法投棄防止禁止看

板の設置や土地所有

者への配布、環境パト

ロールによる巡回監

視を行い、不法投棄の

防止に努めていきま

す。 

環境パトロールに

よる路上放置物の

回収量 

5,383kg 5,206kg 
5,100kg 

（H30 年度） 
↗ 

（７）（仮称）瑞穂町グリ

ーン調達推奨ガイド

の策定に取り組み、更

なる温室効果ガス排

出量の減少に努めま

す。 

策定状況 未策定 策定 
策定 

（H27 年度） 
◎ 

 
５ みんなで考え、みんなで行動するまちを創るために 
 

取組方針 指標 
基準年 

（H25 年度） 

現状 

（H29 年度） 

現行計画の目標 

（H30 年度） 

評

価 

（１）広報みずほやホームページなどにより、環

境に関する様々な情報を提供していきます 
※目標値の設定はない － 

（２）自然環境をテーマにした啓発事業、企画展

や講演会など町民の自然環境学習に触れる

機会を提供していきます。 

※目標値の設定はない － 

 

 

第 1 次計画に基づく指標の実績値の評価結果（平成 29 年度時点）は、各項

目で改善または達成が見られました。 

一方で、「全町一斉清掃での参加人数」「町民１人当りのごみの排出量」「ご

みの総資源化率」「特定低公害車（燃料電池自動車、電気自動車、ハイブリッ

ド自動車）の導入率」などの指標について課題が見られました。 
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第１章 計画の基本的事項 

２ 豊かな緑、多様な生き物、みんなが共存できるまちを創るために 
 

取組方針 指標 
基準年 

（H25 年度） 

現状 

（H29 年度） 

現行計画の目標 

（H30 年度） 

評

価 

（１）市街地の貴重な緑を保全

するため、保存樹林地や

保存樹木の指定、助成を

継続していきます。 

保存樹木数（累

計） 
30 本 33 本 

40 本 

(H30 年度） 
↗ 

（２）公園などの拡充やポケッ

トパークを整備していき

ます。 

都市公園などの

管理面積（累計） 
179,423 ㎡ 180,698.02 ㎡ 

182,000 ㎡ 

（H30 年度） 
↗ 

（３）生垣による緑化を普及啓

発していきます。 

生垣緑化助成に

基づく生垣の累

計総延長 

753ｍ 808.7ｍ 
1,000ｍ 

（H30 年度） 
↗ 

（４）小中学校の校庭芝生化を

推進していきます。 

校庭芝生化学校

数 
３校 全７校 

７校 

（H30 年度） 
◎ 

（５）毎年、残堀川の水生生物調査を実施し、調

査結果を情報提供していきます。 
－ － － ◎ 

（６）外来種や生態系を乱す恐れのある生物につ

いて情報提供していくとともに、計画的に

捕獲し、自然の生態系回復を図ることの重

要性を啓発してきます。 

－ － － ◎ 

 

３ 歴史と文化を大切にし、みんなが楽しく暮らせるまちを創るために 
 

取組方針 指標 
基準年 

（H25 年度） 

現状 

（H29 年度） 

現行計画の目標 

（H30 年度） 

評

価 

（１）全町一斉清掃の継続実施

により、町の美化を図っ

ていくとともに、町民の

美化意識の高揚を図っ

ていきます。 

一斉清掃での参

加人数 
5,872 人 5,356 人 

6,300 人 

（H30 年度） 
↘ 

 
４ 地域から地球へ、みんなで地球を守っていくまちを創るために 
 

取組方針 指標 
基準年 

（H25 年度） 

現状 

（H29 年度） 

現行計画の目標 

（H30 年度） 

評

価 

（１）「瑞穂町第二次地球温暖

化対策実行計画」に基づ

き、中間目標として基準

年度（平成 27 年度）比

で、平成 33 年度までに

10％の削減を目指し、毎

年の削減目標は２％を

目指します。 

温室効果ガス排

出量 

3,589,094 

kg-CO2 

（H27 年度） 

3,498,598 

kg-CO2 

3,445,530 

kg-CO2 
↗ 

（２）公共施設の建設にあたっては、自動照明設

備や太陽光などの新エネルギーを導入して

いきます。 

※目標値の設定はない － 

（３）道路照明灯や防犯等のＬ

ＥＤ化を進めていきま

す。 

道路照明灯の 

ＬＥＤ化率 
０％ 36％ 60％ ↗ 

防犯灯の 

ＬＥＤ化率 
８％ 44% 83％ ↗ 

（４）ごみの減量を推進し、町

民１人１日当たりのごみ

の排出量を減少してい

きます。 

町民１人当りの 

ごみの排出量 
941ｇ 950ｇ 

788ｇ 

（H30 年度） 
↘ 

 

 

第１章 計画の基本的事項 

取組方針 指標 
基準年 

（H25 年度） 

現状 

（H29 年度） 

現行計画の目標 

（H30 年度） 

評

価 

（５）資源の再利用を進め

ていきます。 
総資源化率 33.7％ 31.0％ 

40.2％ 

（H30 年度） 
↘ 

（６）不法投棄防止禁止看

板の設置や土地所有

者への配布、環境パト

ロールによる巡回監

視を行い、不法投棄の

防止に努めていきま

す。 

環境パトロールに

よる路上放置物の

回収量 

5,383kg 5,206kg 
5,100kg 

（H30 年度） 
↗ 

（７）（仮称）瑞穂町グリ

ーン調達推奨ガイド

の策定に取り組み、更

なる温室効果ガス排

出量の減少に努めま

す。 

策定状況 未策定 策定 
策定 

（H27 年度） 
◎ 

 
５ みんなで考え、みんなで行動するまちを創るために 
 

取組方針 指標 
基準年 

（H25 年度） 

現状 

（H29 年度） 

現行計画の目標 

（H30 年度） 

評

価 

（１）広報みずほやホームページなどにより、環

境に関する様々な情報を提供していきます 
※目標値の設定はない － 

（２）自然環境をテーマにした啓発事業、企画展

や講演会など町民の自然環境学習に触れる

機会を提供していきます。 

※目標値の設定はない － 

 

 

第 1 次計画に基づく指標の実績値の評価結果（平成 29 年度時点）は、各項

目で改善または達成が見られました。 

一方で、「全町一斉清掃での参加人数」「町民１人当りのごみの排出量」「ご

みの総資源化率」「特定低公害車（燃料電池自動車、電気自動車、ハイブリッ

ド自動車）の導入率」などの指標について課題が見られました。 
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第２章 基本目標と望ましい環境像 

この章では、第２次計画の基本目標と望ましい環境像、環境目標

を示しています。 

第１章 計画の基本的事項 

５ 第１次計画の見直しにあたっての主要課題        
「環境に関する社会的動向」を踏まえ、「瑞穂町の概況」や「第１次計画の

進捗状況」から導いた第２次計画策定にあたっての主要課題は、次に示すと

おりです。 

 

① 瑞穂町における環境保全をすすめるためには、狭山丘陵をはじめとした

緑豊かな自然環境や今に受け継がれている郷土の歴史・文化財を町の“環

境資源”として活かしていくことが重要です。それには、町に関わる多

くの人が、世代や立場の壁を越えて協力し合う「自立と協働」のまちづ

くりを実現していくための、ひとつの道しるべとして策定した「協働宣

言」（平成 26 年 10 月）を尊重し、町、町民及び事業者が環境保全の取組

を実践していくことが大切です。 

② 平成 27 年 12 月のＣＯＰ21 でのパリ協定の採択を受けて、国では、日本

の温室効果ガスの排出削減・吸収量の確保を目指す「日本の約束草案」

（国内の排出削減・吸収量の確保により、平成 42〔2030〕年度に平成 25

〔2013〕年度比 26.0％減）の着実な実行をはかるため、「地球温暖化対

策の推進に関する法律（平成 10 年 10 月９日法律第 117 号）」を改正し、

平成 28 年５月に「地球温暖化対策計画」を策定しました。東京都では、

「東京都環境基本計画」（平成 28 年３月）における政策の柱に「低炭素・

快適性・防災力を備えたスマートエネルギー都市の実現」を掲げ、環境・

エネルギー施策を積極的に展開しています。瑞穂町においても、今後、

気候変動の進行に伴う人の健康や生活環境などへの影響の深刻化が懸念

されるため、地球温暖化対策の推進にあたり、温室効果ガスの排出抑制

等を行う「緩和策」とともに、既に起こりつつある気候変動への影響へ

の「適応策」を両輪として取り組んでいくことが求められています。 

③ 国の「第５次環境基本計画」（平成 30 年４月）で、特定の施策が複数の

異なる課題を統合的に解決する視点（環境・経済・社会の統合的向上、

ＳＤＧｓの考え方の活用）が重視されています。瑞穂町においては、近

年の社会情勢を踏まえ、人口減少、超高齢社会に対応するとともに、そ

れぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある社会

を維持していくことが必要です。 



第２章 基本目標と望ましい環境像 

この章では、第２次計画の基本目標と望ましい環境像、環境目標

を示しています。 

第１章 計画の基本的事項 

５ 第１次計画の見直しにあたっての主要課題        
「環境に関する社会的動向」を踏まえ、「瑞穂町の概況」や「第１次計画の

進捗状況」から導いた第２次計画策定にあたっての主要課題は、次に示すと

おりです。 

 

① 瑞穂町における環境保全をすすめるためには、狭山丘陵をはじめとした

緑豊かな自然環境や今に受け継がれている郷土の歴史・文化財を町の“環

境資源”として活かしていくことが重要です。それには、町に関わる多

くの人が、世代や立場の壁を越えて協力し合う「自立と協働」のまちづ

くりを実現していくための、ひとつの道しるべとして策定した「協働宣

言」（平成 26 年 10 月）を尊重し、町、町民及び事業者が環境保全の取組

を実践していくことが大切です。 

② 平成 27 年 12 月のＣＯＰ21 でのパリ協定の採択を受けて、国では、日本

の温室効果ガスの排出削減・吸収量の確保を目指す「日本の約束草案」

（国内の排出削減・吸収量の確保により、平成 42〔2030〕年度に平成 25

〔2013〕年度比 26.0％減）の着実な実行をはかるため、「地球温暖化対

策の推進に関する法律（平成 10 年 10 月９日法律第 117 号）」を改正し、

平成 28 年５月に「地球温暖化対策計画」を策定しました。東京都では、

「東京都環境基本計画」（平成 28 年３月）における政策の柱に「低炭素・

快適性・防災力を備えたスマートエネルギー都市の実現」を掲げ、環境・

エネルギー施策を積極的に展開しています。瑞穂町においても、今後、

気候変動の進行に伴う人の健康や生活環境などへの影響の深刻化が懸念

されるため、地球温暖化対策の推進にあたり、温室効果ガスの排出抑制

等を行う「緩和策」とともに、既に起こりつつある気候変動への影響へ

の「適応策」を両輪として取り組んでいくことが求められています。 

③ 国の「第５次環境基本計画」（平成 30 年４月）で、特定の施策が複数の

異なる課題を統合的に解決する視点（環境・経済・社会の統合的向上、

ＳＤＧｓの考え方の活用）が重視されています。瑞穂町においては、近

年の社会情勢を踏まえ、人口減少、超高齢社会に対応するとともに、そ

れぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある社会

を維持していくことが必要です。 
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第２章 基本目標と望ましい環境像 

１ 基本目標と望ましい環境像               
第２次計画では、環境基本条例を踏まえて基本目標として、「自然とふれあ

い、安心して暮らせるまち みずほ」を掲げ、基本目標を具体化していくた

め、５つの望ましい環境像を設定します。 

 

＜基本目標＞ 

 

 

 

 

＜望ましい環境像＞ 

 

 

  
① 地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き

継ぐまち 

② 狭山丘陵をはじめとする豊かな緑とさまざまな生き物を守
り、育て、人と自然が共生するまち 

③ きれいな空気・水、清らかな土地を大切にし、みんなが安
心して暮らすことのできるまち 

④ 歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち 

⑤ みんなで考え、みんなで行動するまち 
 

自然とふれあい、安心して暮らせるまち みずほ 

第２章 基本目標と望ましい環境像 

２ 望ましい環境像と環境目標               
５つの望ましい環境像について、平成 40（2028）年度を目標年度とする環

境目標を掲げます。 

 

 

望ましい環境像① 

地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き
継ぐまち 

 

気候変動の原因とされる地球温暖化への対応として、地域での省エネル

ギーや再生可能エネルギーへの転換、３Ｒ（リデュース・リユース・リサ

イクル）の取組が浸透する低炭素社会・循環型社会を目指します。同時に、

気候変動の深刻化に伴う地域への影響に向き合い、被害を回避・軽減して

いく“適応策”の視点を取り入れていくことで、次の世代を見据えた町民

の健康・安全、暮らしの基盤を確保していきます。 

 

＜環境目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

町の事務事業に伴う温室効果ガ

ス排出量 
3,498,598kg-CO2 

2,476,000kg－CO2 

(基準年度 H27〔2015〕

年度比 29.2％削減※) 

町民１人当りのごみの排出量 950ｇ 822ｇ 

総資源化率 31.0％ 39.0％ 

※ 「瑞穂町第二次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（平成 29 年２月）で

は、削減目標「平成 27（2015）年度比で平成 42（2030）年度までに 35％削減」

を掲げています。 
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第２章 基本目標と望ましい環境像

１ 基本目標と望ましい環境像
第２次計画では、環境基本条例を踏まえて基本目標として、「自然とふれあ

い、安心して暮らせるまち みずほ」を掲げ、基本目標を具体化していくた

め、５つの望ましい環境像を設定します。

＜基本目標＞

＜望ましい環境像＞

① 地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き
継ぐまち

② 狭山丘陵をはじめとする豊かな緑とさまざまな生き物を守
り、育て、人と自然が共生するまち

③ きれいな空気・水、清らかな土地を大切にし、みんなが安
心して暮らすことのできるまち

④ 歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち

⑤ みんなで考え、みんなで行動するまち

自然とふれあい、安心して暮らせるまち みずほ 

第２章 基本目標と望ましい環境像 

２ 望ましい環境像と環境目標 
５つの望ましい環境像について、平成 40（2028）年度を目標年度とする環

境目標を掲げます。 

望ましい環境像① 

地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き
継ぐまち 

気候変動の原因とされる地球温暖化への対応として、地域での省エネル

ギーや再生可能エネルギーへの転換、３Ｒ（リデュース・リユース・リサ

イクル）の取組が浸透する低炭素社会・循環型社会を目指します。同時に、

気候変動の深刻化に伴う地域への影響に向き合い、被害を回避・軽減して

いく“適応策”の視点を取り入れていくことで、次の世代を見据えた町民

の健康・安全、暮らしの基盤を確保していきます。 

＜環境目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

町の事務事業に伴う温室効果ガ

ス排出量
3,498,598kg-CO2 

2,476,000kg－CO2 

(基準年度 H27〔2015〕

年度比 31.0％削減※) 

町民１人当りのごみの排出量 950ｇ 822ｇ 

総資源化率 31.0％ 39.0％ 

※ 「瑞穂町第二次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（平成 29 年２月）で

は、削減目標「平成 27（2015）年度比で平成 42（2030）年度までに 35％削減」

を掲げています。
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第２章 基本目標と望ましい環境像 

望ましい環境像② 

狭山丘陵をはじめとする豊かな緑とさまざまな生き物を守
り、育て、人と自然が共生するまち 
 

狭山丘陵をはじめとした緑豊かな自然環境は、次世代や後世に継承すべ

き町民共有の財産といえます。自然の恵みを活用し、地域の活性化につな

げていく自然共生社会の実現を目指します。 

 

＜環境目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

保存樹木数（累計） 33 本 40 本 

都市公園などの管理面積（累計） 180,698.02 ㎡ 209,100 ㎡ 

生垣緑化助成に基づく生垣の総

延長（累計） 
808.7ｍ 1,000ｍ 

 

 

望ましい環境像③ 

きれいな空気・水、清らかな土地を大切にし、みんなが安
心して暮らすことのできるまち 
 

日常生活や事業活動に伴って発生する環境への負荷を低減し、町民の健

康を守り、安全で安心できる生活環境を確保していきます。 

 

＜環境目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

環境基準の達成（大気汚染） 環境基準値以内 環境基準値の維持 

下水道普及率 97.6％ 100.0％ 

環境基準の達成（河川水質汚濁） 
一部項目（大腸菌群数

等）で環境基準値超過 
環境基準値の達成 

  

第２章 基本目標と望ましい環境像 

望ましい環境像④ 

歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち 
 

瑞穂町の自然的景観と歴史的景観が調和し、潤いを感じる景観を創り出

すことを目指します。また、環境美化への関心を高めるため、ボランティ

アによるごみ拾いなどの地域活動を広げ、人にやさしく、憩いのあるまち

を目指します。 

 

＜環境目標＞ 

指標 現状（H29 年度） 目標（H40 年度） 

全町一斉清掃の参加人数 5,356 人 6,000 人 

 

 

望ましい環境像⑤ 

みんなで考え、みんなで行動するまち 
 

町民や事業者による自発的・積極的な環境保全行動の実践、地域の環境

づくりへの参加を支え、町民・事業者・地域・各種団体・町が連携・協働

し、地域の環境保全活動を展開する協働型社会の実現を目指します。 

 

＜環境目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

ふるさと学習「みずほ学」自然

に関する学習支援 

（講師派遣実施数） 

９回 10 回 

狭山丘陵における自然体験の機

会の参加者数 

（瑞穂に棲む動植物や自然に関

する講演会・企画展の実施状況

〔実施数〕） 

８回 10 回 
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第２章 基本目標と望ましい環境像 
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環境基準の達成（河川水質汚濁） 
一部項目（大腸菌群数

等）で環境基準値超過 
環境基準値の達成 

  

第２章 基本目標と望ましい環境像 

望ましい環境像④ 

歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち 
 

瑞穂町の自然的景観と歴史的景観が調和し、潤いを感じる景観を創り出

すことを目指します。また、環境美化への関心を高めるため、ボランティ

アによるごみ拾いなどの地域活動を広げ、人にやさしく、憩いのあるまち

を目指します。 

 

＜環境目標＞ 

指標 現状（H29 年度） 目標（H40 年度） 

全町一斉清掃の参加人数 5,356 人 6,000 人 

 

 

望ましい環境像⑤ 

みんなで考え、みんなで行動するまち 
 

町民や事業者による自発的・積極的な環境保全行動の実践、地域の環境

づくりへの参加を支え、町民・事業者・地域・各種団体・町が連携・協働

し、地域の環境保全活動を展開する協働型社会の実現を目指します。 

 

＜環境目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

ふるさと学習「みずほ学」自然

に関する学習支援 

（講師派遣実施数） 

９回 10 回 

狭山丘陵における自然体験の機

会の参加者数 

（瑞穂に棲む動植物や自然に関

する講演会・企画展の実施状況

〔実施数〕） 

８回 10 回 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

この章では、望ましい環境像を実現するために、現状・課題を整

理した上で、基本方針毎の施策の基本的方向を示しています。 

第２章 基本目標と望ましい環境像 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

１ 望ましい環境像の実現に向けた基本方針         

（１）16 の基本方針 

望ましい環境像の実現に向けて、町の取り組む施策、町民及び事業者によ

る取組を展開するため、16 の基本方針を掲げます。 

 

望ましい環境像 基本方針 

① 地域から地球環境の保全に貢

献し、次の世代に地球を引き

継ぐまち 

１ 温室効果ガスの排出抑制のために 

２ 気候変動への適応をすすめるために 

３ ごみを減らし、環境負荷の少ない暮ら

しのために 

４ 資源の効率的な利用のために 

② 狭山丘陵をはじめとする豊か

な緑とさまざまな生き物を守

り、育て、人と自然が共生す

るまち 

５ 豊かな緑を守り、育てていくために 

６ 多様な生き物を守り、育てていくた

めに 

７ 水辺を守り、育てていくために 

③ きれいな空気・水、清らか

な土地を大切にし、みんなが

安心して暮らすことのできる

まち 

８ きれいな空気を守っていくために 

９ きれいな水を守っていくために 

10 不快な騒音や振動をなくしていくた

めに 

11 清らかな土地を守っていくために 

12 様々な公害を防いでいくために 

④ 歴史と文化を大切にし、みん

なが快適に暮らせるまち 

13 快適で美しいみずほを創っていくた

めに 

14 魅力ある温かいみずほを創っていくた

めに 

⑤ みんなで考え、みんなで行動

するまち 

15 みんなで学び、協力していくために 

16 連携・協働による取組を広げていくた

めに 

  

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

（２）つなげる環境づくり～取組を展開していくために 

環境保全等に取り組むことにより、環境の保全・回復・創出はもとより、

様々な効果が期待されることを念頭に、各分野での取組をすすめることが重

要です。例えば、地域における地球温暖化対策は、温室効果ガス排出の抑制

を実現するだけではありません。地域活性化、人口減少、産業振興、防災、

健康等の多様な課題の解決に貢献し、住民・事業者の利益となる可能性を秘

めています。瑞穂町の水・緑の保全・創出に取り組むことで、観光振興や地

域活性化の効果も期待されます。 

また、社会の変化に伴う環境への影響を念頭に施策に取り組むことも重要

です。例えば、少子高齢化が進むと、屋敷林や平地林の減少や空き家の増加、

耕作放棄地や遊休農地の増加といった生活環境の問題が生じたり、住民の地

域の環境づくりへの関わり方が変わったりします。 

さらに、瑞穂町での環境保全等の取組は、ＳＤＧｓの 17 の目標のうち目標

11「都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエント（強靭）かつ持続可

能にする」に貢献するものです。 

このようなことから、16 の基本方針に沿って環境施策をすすめるにあたっ

ては、庁内関係部署が分野横断で連携・分担し、円滑で効果的な施策の推進

をはかっていきます。また、環境問題の変化に対応しつつ地域社会の課題解

決にもつなげていく視点を織り込むとともに、持続可能な社会の実現に貢献

していくものであることを認識し、各主体の参加協働を呼び掛けていきます。 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

１ 望ましい環境像の実現に向けた基本方針         
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望ましい環境像 基本方針 
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２ 気候変動への適応をすすめるために 

３ ごみを減らし、環境負荷の少ない暮ら

しのために 

４ 資源の効率的な利用のために 

② 狭山丘陵をはじめとする豊か

な緑とさまざまな生き物を守

り、育て、人と自然が共生す

るまち 

５ 豊かな緑を守り、育てていくために 

６ 多様な生き物を守り、育てていくた
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７ 水辺を守り、育てていくために 
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28

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

環境像① 地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き継ぐまち       

■現状と課題 

● 瑞穂町における、地球温暖化の原因となる二酸化炭素をはじめとする

温室効果ガスの排出量は、平成 27（2015）年度が約 24 万６千 t-CO2

で、平成 25（2013）年度より 5.5％減となっています。国や東京都の

目標に寄与するためにも、引き続き省エネルギー、再生可能エネルギ

ーの導入促進、二酸化炭素排出が少ないエネルギー利用への転換など、

総合的に取り組むことが必要です。 

● 気候変動の進行に伴い、町においても暑熱環境の悪化、豪雨や台風な

どに伴う風水害、熱中症や感染症の増加などが懸念されることから、

気候変動による影響への適応策に取り組むことが必要です。 

● ごみ処理量は、平成元年度の約 8,200t から平成 15 年度の約 15,000ｔ

まで増加した後は、家庭ごみの有料化などにより減少傾向で推移し、

平成 29 年度は 11,613ｔとなっています。町民１人あたりの１日の家庭

ごみの排出量は 950ｇと、多摩地域で３番目に多い状況であるため、

さらなるごみの削減と資源の効率的な利用が必要です。 

● 総資源化率（ごみ資源化量に資源物集団回収分を加えたもの）は、平

成 15 年度に約 20％まで低下しましたが、その後上昇し、平成 29 年度

は 31.0％となっています。 

 

●瑞穂町における温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 29 年度オール東京 62 市区町村共同事業 みどり東京・温暖化防止プロジェ

クト 『多摩地域の温室効果ガス排出量』」（平成 30〔2018〕年３月）  

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針１ 温室効果ガスの排出抑制のために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

総合的に温室

効果ガスの排

出抑制に取り

組んでいきます 

瑞穂町地球温暖化対

策実行計画の推進 

「瑞穂町地球温暖化対策実行計画」に基づき、

町の事務事業の実施に伴って排出される温室効

果ガスの削減に取り組みます。 

ごみ焼却量の削減 ごみの焼却に伴う二酸化炭素の発生を抑えるた

め、資源化の促進などにより焼却処理している

ごみ量を削減していきます。 

地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）の

策定 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定

を検討します。 

省エネルギー

に取り組んで

いきます 

公共施設における取

組の推進 

公共施設の建設にあたっては、自然採光の利用

や自動照明設備の設置などに取り組みます。 

低炭素で健康な住ま

いづくりの促進 

住宅の高断熱化と高効率設備の導入や太陽光発

電等によるエネルギーを創る住宅の啓発を行い

ます。 

町民・事業者への意識

啓発 

町民・事業者に対し、この計画が示している環

境配慮指針の取組を周知し、環境に配慮した機

器の積極的な利用や、省エネルギー行動につと

めるよう啓発を行います。 

再生可能エネ

ルギーの利用

に取り組んで

いきます 

公共施設における取

組の推進 

公共施設の建設にあたっては、太陽光発電など

の再生可能エネルギーの導入に取り組みます。 

町民・事業者への普

及・啓発 

東京都と連携し、家庭や事業所での太陽光発電

などの再生可能エネルギーの利用の推進に取り

組みます。 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

環境像① 地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き継ぐまち       

■現状と課題 

● 瑞穂町における、地球温暖化の原因となる二酸化炭素をはじめとする

温室効果ガスの排出量は、平成 27（2015）年度が約 24 万６千 t-CO2

で、平成 25（2013）年度より 5.5％減となっています。国や東京都の

目標に寄与するためにも、引き続き省エネルギー、再生可能エネルギ

ーの導入促進、二酸化炭素排出が少ないエネルギー利用への転換など、

総合的に取り組むことが必要です。 

● 気候変動の進行に伴い、町においても暑熱環境の悪化、豪雨や台風な

どに伴う風水害、熱中症や感染症の増加などが懸念されることから、

気候変動による影響への適応策に取り組むことが必要です。 

● ごみ処理量は、平成元年度の約 8,200t から平成 15 年度の約 15,000ｔ

まで増加した後は、家庭ごみの有料化などにより減少傾向で推移し、

平成 29 年度は 11,613ｔとなっています。町民１人あたりの１日の家庭

ごみの排出量は 950ｇと、多摩地域で３番目に多い状況であるため、

さらなるごみの削減と資源の効率的な利用が必要です。 

● 総資源化率（ごみ資源化量に資源物集団回収分を加えたもの）は、平

成 15 年度に約 20％まで低下しましたが、その後上昇し、平成 29 年度

は 31.0％となっています。 

 

●瑞穂町における温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 29 年度オール東京 62 市区町村共同事業 みどり東京・温暖化防止プロジェ

クト 『多摩地域の温室効果ガス排出量』」（平成 30〔2018〕年３月）  

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針１ 温室効果ガスの排出抑制のために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

総合的に温室

効果ガスの排

出抑制に取り

組んでいきます 

瑞穂町地球温暖化対

策実行計画の推進 

「瑞穂町地球温暖化対策実行計画」に基づき、

町の事務事業の実施に伴って排出される温室効

果ガスの削減に取り組みます。 

ごみ焼却量の削減 ごみの焼却に伴う二酸化炭素の発生を抑えるた

め、資源化の促進などにより焼却処理している

ごみ量を削減していきます。 

地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）の

策定 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定

を検討します。 

省エネルギー

に取り組んで

いきます 

公共施設における取

組の推進 

公共施設の建設にあたっては、自然採光の利用

や自動照明設備の設置などに取り組みます。 

低炭素で健康な住ま

いづくりの促進 

住宅の高断熱化と高効率設備の導入や太陽光発

電等によるエネルギーを創る住宅の啓発を行い

ます。 

町民・事業者への意識

啓発 

町民・事業者に対し、この計画が示している環

境配慮指針の取組を周知し、環境に配慮した機

器の積極的な利用や、省エネルギー行動につと

めるよう啓発を行います。 

再生可能エネ

ルギーの利用

に取り組んで

いきます 

公共施設における取

組の推進 

公共施設の建設にあたっては、太陽光発電など

の再生可能エネルギーの導入に取り組みます。 

町民・事業者への普

及・啓発 

東京都と連携し、家庭や事業所での太陽光発電

などの再生可能エネルギーの利用の推進に取り

組みます。 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

  

  

施策 取組 取組内容 

自動車排出ガ

スによる環境

負荷を低減し

ていきます 

低公害車の導入と普

及の促進 

公用車の更新時には、ハイブリッド車や電気自

動車などの特定低公害車へ転換していきます。

また、町民・事業者への導入促進の啓発を行い

ます。 

エコドライブの推進 町民・事業者に対し、エコドライブの推進を周

知します。 

自動車交通量の抑制、

交通渋滞の解消 

町民・事業者に対し、通勤時の徒歩や自転車の

利用の促進などについて啓発を行います。 

公共交通機関の整

備・利用の促進 

八高線の複線化・増発、モノレールの延伸及び

バス路線の拡充など、公共交通機関の整備促進

を要請していきます。 

フロンなどの適

正処理及び使

用抑制をすす

めていきます 

フロンの適正管理及

び処理の推進 

特定フロン（CFC〔クロロフルオロカーボン〕、

HCFC〔ハイドロクロロフルオロカーボン〕）及

び代替フロン（HFC〔ハイドロフルオロカーボン〕）

などは、法令に基づき、適正な管理及び処理を

推進します。 

フロンの使用抑制の

推進 

東京都と連携し、冷媒用に使用されている、CFC、

HCFC、HFC といったフロン類の使用抑制に関す

る情報を発信します。 

 

  

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針２ 気候変動への適応をすすめるために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

気候変動の影

響への適応を

すすめます 

クールスポットネット

ワークの整備 

街なかでの暑さ対策として、町内各所でドライ

型ミスト発生装置の設置、花や緑の整備など、

クールスポットの創出をはかります。 

感染症などを媒介す

る蚊の発生源対策 

国や東京都と連携し、町民への注意喚起及び予

防・対処法などについて啓発を行います。 

地下水かん養の実施 地下水かん養機能を高めるため、公共施設での雨

水貯留浸透施設などの整備、歩道や駐車場などの

路面における浸透性舗装の利用に取り組みます。

また、町民・事業者に対し、啓発を行います。 

洪水対策の強化 集中的な豪雨時にも洪水などが生じないよう、

河川整備や河川管理について、関係機関へ要望

していきます。 

地球環境問題

に関する情報

を提供してい

きます 

町民・事業者への普

及・啓発 

国や東京都などと連携し、地球環境問題に関す

る情報を提供します。 

 

 

  

気象観測装置「POTEKA（ポテカ）」 

平 成 30 年 ６ 月 １ 日 か ら 気 象 観 測 装 置

「 POTEKA 」 の 運 用 を 開 始 し ま し た 。

「POTEKA」は、様々な場所に設置可能な小

型気象計と、それらを結ぶネットワークで構成

され、雨量、気温などの気象情報を入手するこ

とができます。これにより、町内の気象状況を

リアルタイムで知ることができるようになりま

した。今後、防災対策への利用のほか、イベン

ト時の天候確認など、幅広く活用できます。 

インターネット（http://www.potekanet.com/）

や右のＱＲコードからスマートフォンアプリを

ダウンロード（無料）してご覧いただけます。 

コラム１ 

■Android 用 ■iPhone 用 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

  

  

施策 取組 取組内容 

自動車排出ガ

スによる環境

負荷を低減し

ていきます 

低公害車の導入と普

及の促進 

公用車の更新時には、ハイブリッド車や電気自

動車などの特定低公害車へ転換していきます。

また、町民・事業者への導入促進の啓発を行い

ます。 

エコドライブの推進 町民・事業者に対し、エコドライブの推進を周

知します。 

自動車交通量の抑制、

交通渋滞の解消 

町民・事業者に対し、通勤時の徒歩や自転車の

利用の促進などについて啓発を行います。 

公共交通機関の整

備・利用の促進 

八高線の複線化・増発、モノレールの延伸及び

バス路線の拡充など、公共交通機関の整備促進

を要請していきます。 

フロンなどの適

正処理及び使

用抑制をすす

めていきます 

フロンの適正管理及

び処理の推進 

特定フロン（CFC〔クロロフルオロカーボン〕、

HCFC〔ハイドロクロロフルオロカーボン〕）及

び代替フロン（HFC〔ハイドロフルオロカーボン〕）

などは、法令に基づき、適正な管理及び処理を

推進します。 

フロンの使用抑制の

推進 

東京都と連携し、冷媒用に使用されている、CFC、

HCFC、HFC といったフロン類の使用抑制に関す

る情報を発信します。 

 

  

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針２ 気候変動への適応をすすめるために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

気候変動の影

響への適応を

すすめます 

クールスポットネット

ワークの整備 

街なかでの暑さ対策として、町内各所でドライ

型ミスト発生装置の設置、花や緑の整備など、

クールスポットの創出をはかります。 

感染症などを媒介す

る蚊の発生源対策 

国や東京都と連携し、町民への注意喚起及び予

防・対処法などについて啓発を行います。 

地下水かん養の実施 地下水かん養機能を高めるため、公共施設での雨

水貯留浸透施設などの整備、歩道や駐車場などの

路面における浸透性舗装の利用に取り組みます。

また、町民・事業者に対し、啓発を行います。 

洪水対策の強化 集中的な豪雨時にも洪水などが生じないよう、

河川整備や河川管理について、関係機関へ要望

していきます。 

地球環境問題

に関する情報

を提供してい

きます 

町民・事業者への普

及・啓発 

国や東京都などと連携し、地球環境問題に関す

る情報を提供します。 

 

 

  

気象観測装置「POTEKA（ポテカ）」 

平 成 30 年 ６ 月 １ 日 か ら 気 象 観 測 装 置

「 POTEKA 」 の 運 用 を 開 始 し ま し た 。

「POTEKA」は、様々な場所に設置可能な小

型気象計と、それらを結ぶネットワークで構成

され、雨量、気温などの気象情報を入手するこ

とができます。これにより、町内の気象状況を

リアルタイムで知ることができるようになりま

した。今後、防災対策への利用のほか、イベン

ト時の天候確認など、幅広く活用できます。 

インターネット（http://www.potekanet.com/）

や右のＱＲコードからスマートフォンアプリを

ダウンロード（無料）してご覧いただけます。 

コラム１ 

■Android 用 ■iPhone 用 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針３ ごみを減らし、環境負荷の少ない暮らしのために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

家庭から出る

ごみを減らし

ます 

ごみの発生･排出抑制

の推進 

ノー（ＮＯ）レジ袋・マイバッグ運動を継続し、

ごみの減量に対する啓発を行います。 

ごみ分別の推進 ごみの分別事典やごみ・資源物収集カレンダー

の作成、配布、町のホームページへの掲載など

により、分別の徹底をはかっていきます。 

事業者が排出

するごみを減

らします 

事業系ごみの発生・排

出抑制の推進 

事業者に対し、ごみの排出量の削減についての

啓発を行い、ごみ処理施設の負荷を軽減してい

きます。 

事業者の協力による

ごみ減量の推進 

小売店やスーパーなどに、レジ袋の削減の協力

を求め、過剰包装の抑制を推進します。 

町全体のごみ

を減らします 

食品ロスの削減 家庭・飲食店・小売店などの様々な場面で発生

する食品ロスについて、事業者などと協力して

情報発信、啓発を行います。 

一般廃棄物処理基本

計画の推進 

「瑞穂町一般廃棄物処理基本計画」に基づき、

西多摩衛生組合及びその構成市と連携し、さら

なるごみの減量・リサイクルに取り組みます。 

公共施設におけるご

みの減量 

「瑞穂町地球温暖化対策実行計画」に基づき、

町の事務事業の実施に伴って排出されるごみの

減量に取り組みます。 

近隣自治体などとの

連携 

廃棄物に係る問題や要望については、近隣自治

体と連携して、関係機関に働きかけていきます。 

不法投棄・不適

正排出を防止

していきます 

不法投棄・不適正排出

防止対策の推進 

ポイ捨てごみをはじめとする不法投棄を防止す

るため、マナー向上の啓発や町民への不法投棄

禁止看板の提供、土地所有者に対する管理の要

請、環境監視員などによる巡回を行うほか、状

況に応じて警察などの関係機関と連携した取組

を行っていきます。 

  

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

  

  

施策 取組 取組内容 

災害発生時に

おける生活環

境確保のため

に備えます 

災害廃棄物対策 災害発生時には、東京都、西多摩衛生組合構成

市町及び近隣自治体と連携し、災害廃棄物処理

に取り組みます。また、災害廃棄物の処理計画

を策定します。 

非常用水源としての

地下水の保全など 

町で利用可能な井戸の位置をマップなどに整理

していくとともに、水質や水量などを調査し、

非常時の水源の把握につとめます。 

ごみの適正処

理に関する情

報を提供して

いきます 

町のごみ処理に関す

る情報の提供 

みずほリサイクルプラザ、西多摩衛生組合、東

京たま広域資源循環組合の各施設のごみ処理に

ついて、それぞれが連携し啓発をはかっていき

ます。 

町が処理できないごみ

に関する情報の提供 

電池や蛍光灯など、家庭や事業所から排出され

る有害ごみの分別の徹底を周知します。 

 

 

 

 

  

改訂版「ごみの分別事典」        環境監視員による巡回 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針３ ごみを減らし、環境負荷の少ない暮らしのために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

家庭から出る

ごみを減らし

ます 

ごみの発生･排出抑制

の推進 

ノー（ＮＯ）レジ袋・マイバッグ運動を継続し、

ごみの減量に対する啓発を行います。 

ごみ分別の推進 ごみの分別事典やごみ・資源物収集カレンダー

の作成、配布、町のホームページへの掲載など

により、分別の徹底をはかっていきます。 

事業者が排出

するごみを減

らします 

事業系ごみの発生・排

出抑制の推進 

事業者に対し、ごみの排出量の削減についての

啓発を行い、ごみ処理施設の負荷を軽減してい

きます。 

事業者の協力による

ごみ減量の推進 

小売店やスーパーなどに、レジ袋の削減の協力

を求め、過剰包装の抑制を推進します。 

町全体のごみ

を減らします 

食品ロスの削減 家庭・飲食店・小売店などの様々な場面で発生

する食品ロスについて、事業者などと協力して

情報発信、啓発を行います。 

一般廃棄物処理基本

計画の推進 

「瑞穂町一般廃棄物処理基本計画」に基づき、
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

  

  

施策 取組 取組内容 
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改訂版「ごみの分別事典」        環境監視員による巡回 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針４ 資源の効率的な利用のために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

資源の再利用

をすすめてい

きます 

町民・事業者を交えた

再利用の推進 

資源物集団回収の推進、みずほリサイクルプラ

ザでのリサイクル品展示販売、福祉バザー、フ

リーマーケット「青空市」などを通して、リサ

イクル運動を推進します。 

町による再利用の推進 公共施設や公園で発生する剪定枝や草木、落ち

葉は、みずほエコパーク内での堆肥化や破砕機

によるチップ化などにより再利用をはかってい

きます。 

環境に配慮し

た製品の利用

をすすめてい

きます 

公共施設における取

組の推進 

エコマーク商品やグリーンマーク商品など、環

境負荷の少ない商品やサービス、再生品などを

率先して利用します。 

環境に配慮した製品

の利用の推進 

環境ラベルなどの環境に配慮した製品に関する

情報を提供し、環境負荷の少ない商品の販売お

よび利用について啓発を行います。 

 

 

 

 

フリーマーケット「青空市」 

 

  

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

環境像② 狭山丘陵をはじめとする豊かな緑とさまざまな生き物を守り、育て、人と自然が共生するまち     

■現状と課題 

● 「環境に関する意識調査」（平成 30 年８月実施）によると、町民が考

える良好な環境を維持するために大切なことは、「豊かな緑の保全と親

しめる場の確保」が第１位に挙げられました。とりわけ、「狭山丘陵の

自然の保全」が最も重要と考えられています。 

● 瑞穂町には、多くの生き物が生息している自然豊かな狭山丘陵や、カ

ワセミやカルガモなど数多くの野鳥が観察できる狭山池公園がありま

す。町の宝である自然を守り、生き物が生息しやすい環境を保全する

ために、町民や事業者へ生物多様性の重要性などについての啓発活動

を継続し、より多くの理解と協力を求めていくことが必要です。 

● アライグマやハクビシンなど、外来種の被害の増加を防ぐため、防除

事業を継続する必要があります。一方で、従来の生態系を維持するた

め、在来種の保護や地域固有の自然環境の保全につとめることが必要

です。 

● 狭山丘陵は、都立狭山自然公園や狭山近郊緑地保全区域に指定され、

都立野山北・六道山公園の整備が進んでいます。さやま花多来里の郷

は、都内では珍しい 20 万株以上のカタクリが群生しています。 

● 瑞穂町の公園面積は平成 29年４月１日現在で 121.8ha（56か所）です。

人口１人当たり公園面積は 36.71 ㎡で、多摩地域では奥多摩町に次い

で２番目の広さです。 

● 狭山池上流部やさやま花多来里の郷、郷土資料館と狭山丘陵の自然環境

資源を結びつけ、地域資源として互いに連携させ、来訪者の回遊性を高

める「水・緑と観光を繋ぐ回廊計画」を推進しています。瑞穂町の自然

環境資源を活かしながら、自然環境や生物多様性の大切さへの理解を深

め、環境教育・環境学習の推進につなげていくことが必要です。 

                    
  さやま花多来里の郷 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針５ 豊かな緑を守り、育てていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

緑地を保全し、

育成していき

ます 

保存樹木、保存樹林の

指定・保全 

市街地の貴重な緑を保全するため、保存樹木や

保存樹林地の指定、助成を継続します。 

公園による緑地の保

全・育成 

緑地、公園の少ない地区の偏りを解消するため、

公園などの拡充やポケットパークを整備します。

また、公園やポケットパークの整備をすすめる

にあたっては、ユニバーサルデザインを取り入

れます。 

街路樹や生垣などの

整備 

既存の街路樹を適正に維持管理していくととも

に、街路樹の間への花植えなどを実施します。

また、生垣助成制度を町民が積極的に活用でき

るよう情報提供を行います。 

公共施設や民間施設

における緑地の保

全・育成 

芝生化された学校の校庭の維持管理を推進しま

す。また、公共施設、民間施設を問わず、一定

規模以上の開発行為などに対し、「瑞穂町宅地

開発等指導要綱」に基づく緑化指導を行います。 

農地の保全を

すすめていき

ます 

環境保全型農業、農薬

の適正使用の推進 

農業者団体と連携し、有機栽培や減農薬栽培な

ど、安全で安心な人と環境にやさしい環境保全

型農業を推進します。 

農地の保全、地元農業

の活性化 

遊休農地の解消をはかるため、農地の保全に取

り組みます。 

鳥獣被害防止対策の

推進 

ハクビシンなどによる農作物等への被害に対し、

捕獲と防護両面から鳥獣被害防止対策の推進を

はかります。 

緑を守り育て

るための住民

活動を推進し

ていきます 

緑に関する調査研究、

自然観察会などの実施 

緑や生息する生き物について、ボランティア団

体、ＮＰＯなどとの情報交換や調査研究をすす

めます。 

住民参加による緑地

の保全 

町民や事業者と協力し、花植え運動を継続しま

す。 

 

  

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針６ 多様な生き物を守り、育てていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

生き物が棲み

やすい環境づ

くりをすすめ

ていきます 

生物の生息・生育環境

の確保 

町内のボランティア団体、ＮＰＯなど、野生生

物に関する専門家からのアドバイスをとり入れ、

生物の生息・生育環境の保全について啓発して

いきます。 

外来生物対策の推進 アライグマ、ハクビシン、アメリカオニアザミ

などの外来種について、東京都や周辺自治体と

連携して対策を検討します。また、町民に注意

喚起や対策等の周知を行います。 

生物多様性の保全 生物多様性保全のための地域戦略の策定を検討

していきます。 

生物の生息状

況等について

の情報を提供

していきます 

情報の収集 残堀川の水生生物調査を継続して実施していき

ます。 

情報の提供 郷土資料館「けやき館」において、町の自然に

関する常設展示のほか、動植物の生息・生育状

況などをまとめた「瑞穂の動植物」や「瑞穂の

自然」などの報告書を活用して、町内に生息す

る動植物の情報を提供していきます。また、町

の事業を集約した「瑞穂町自然保護等指針」の

活用を検討していきます。 

     

イカリソウ ミスミソウ（ユキワリソウ） サクラソウ 

■社会教育施設「耕心館」の敷地内でみられる植物 
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イカリソウ ミスミソウ（ユキワリソウ） サクラソウ 

■社会教育施設「耕心館」の敷地内でみられる植物 
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町内の外来生物 

外来生物とは、もともと日本にいなかった生き物で、人間活動によっ

て海外から入ってきたものを言います。 

町内では、植物のアメリカオニアザミ、ほ乳類のアライグマやハクビ

シン、は虫類のミシシッピアカミミガメなどの外来生物が確認されてい

ます。 

これらの外来生物の中には、もともと日本にいる生き物を食べたり、

農作物を食害したりするなど、生態系や農業に悪影響を与えているもの

もいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：合同会社東京野生生物研究所             出典：都環境局提供 

① 外来生物をむやみに持ち込まない 

海外からはもちろん国内の他地域から、生物の安易な持ち込みはやめ

ましょう。 

 

② 飼っている外来生物を野外に放さない 

外来生物はもちろん普通に飼っているペットも野外に放したり、逃が

したりしないようにしましょう。 

 

③ 野外にすんでいる外来生物は他地域に拡げない 

すでに定着している外来生物を他地域に持ち込むことは、被害を拡大

させることになります。 

コラム２ 

■アライグマ ■ハクビシン 

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針７ 水辺を守り、育てていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

水辺を保全し

ていきます 

水辺の保全 残堀川水質調査会に参加し、流域の自治体と連

携をはかり、水辺環境の保全についての情報交

換を行います。また、関係機関と連携して適正

な水辺環境の保全をはかっていきます。 

水量の確保、水質の

保全 

残堀川の水量の確保及び水質の保全について、

残堀川水質調査会を通じて東京都へ要請してい

きます。 

水循環の確保 保水機能を確保するため、狭山丘陵の雑木林の

保全を、東京都へ継続して働きかけていきます。 

流域自治体な

どと連携し、

良好な水環境

を創っていき

ます 

不老川における連携 不老川流域対策推進協議会などを通じて流域自

治体と情報交換を行い、水環境の保全をはかっ

ていきます。 

調査・監視体制

を充実し、情報

を提供してい

きます 

水質などの調査・監視

体制の充実 

必要に応じて、東京都などと連携し、残堀川や

不老川の監視・連絡体制を充実させ、情報共有

をはかって適切に対応していきます。 

 

 

残堀川のカワセミ  
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

 

  
町内の外来生物 

外来生物とは、もともと日本にいなかった生き物で、人間活動によっ

て海外から入ってきたものを言います。 

町内では、植物のアメリカオニアザミ、ほ乳類のアライグマやハクビ

シン、は虫類のミシシッピアカミミガメなどの外来生物が確認されてい

ます。 

これらの外来生物の中には、もともと日本にいる生き物を食べたり、

農作物を食害したりするなど、生態系や農業に悪影響を与えているもの

もいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：合同会社東京野生生物研究所             出典：都環境局提供 

① 外来生物をむやみに持ち込まない 

海外からはもちろん国内の他地域から、生物の安易な持ち込みはやめ

ましょう。 

 

② 飼っている外来生物を野外に放さない 

外来生物はもちろん普通に飼っているペットも野外に放したり、逃が

したりしないようにしましょう。 

 

③ 野外にすんでいる外来生物は他地域に拡げない 

すでに定着している外来生物を他地域に持ち込むことは、被害を拡大

させることになります。 

コラム２ 

■アライグマ ■ハクビシン 

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針７ 水辺を守り、育てていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

水辺を保全し

ていきます 

水辺の保全 残堀川水質調査会に参加し、流域の自治体と連

携をはかり、水辺環境の保全についての情報交

換を行います。また、関係機関と連携して適正

な水辺環境の保全をはかっていきます。 

水量の確保、水質の

保全 

残堀川の水量の確保及び水質の保全について、

残堀川水質調査会を通じて東京都へ要請してい

きます。 

水循環の確保 保水機能を確保するため、狭山丘陵の雑木林の

保全を、東京都へ継続して働きかけていきます。 

流域自治体な

どと連携し、

良好な水環境

を創っていき

ます 

不老川における連携 不老川流域対策推進協議会などを通じて流域自

治体と情報交換を行い、水環境の保全をはかっ

ていきます。 

調査・監視体制

を充実し、情報

を提供してい

きます 

水質などの調査・監視

体制の充実 

必要に応じて、東京都などと連携し、残堀川や

不老川の監視・連絡体制を充実させ、情報共有

をはかって適切に対応していきます。 

 

 

残堀川のカワセミ  



40

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

環境像③  きれいな空気・水、清らかな土地を大切にし、みんなが安心して暮らすことのできるまち    

■現状と課題 

● 大気汚染物質は、二酸化窒素や浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化

炭素などが挙げられます。多摩地域では、微小粒子状物質（ＰＭ2.5）

の環境基準（短期基準及び長期基準）は達成しているものの、光化学

オキシダント（Ｏｘ）については、環境基準を超過したことがありま

す。微小粒子状物質と光化学オキシダントの原因物質であるＮＯｘ及

びＶＯＣの発生源対策に取り組んでいくことが必要です。 

● ＰＭ2.5 は、粒径 2.5μｍ以下の粒子状物質のことで、呼吸器系の奥深

くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念

されています。光化学オキシダントは広い範囲で発生し、高濃度にな

ると人や植物にも悪影響を与えます。 

● 都内でのアスベスト使用の可能性がある建築物（昭和 31 年～平成 19

年施工）の解体工事の件数は、既にピークに達し、平成 62〔2050〕年

頃まで同程度で推移すると見込まれています。建築物等の解体・改修

等におけるアスベストの飛散防止を徹底することが必要です。 

● 騒音・振動・悪臭などについては、発生源が工場・事業場、建設作業、

自動車、航空機、鉄道、飲食店・小売業の営業、住宅など多種多様であ

るため、発生源の早期把握とその解消につとめていくことが重要です。 

● 瑞穂町は、町域面積の約８分の１にあたる 2.1ｋ㎡を横田基地に提供し、

また、航空機の騒音が大きい第１種区域が 42.8％（7.2ｋ㎡）を占めて

おり、町上空を飛行する航空機の騒音が生活環境に大きな影響を与え

ています。町民が受けている騒音などの障害の解消に向け、関係機関

へ継続して要請していく必要があります。 

 

●瑞穂町における公害苦情件数の推移 

  

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針８ きれいな空気を守っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

固定発生源か

らの環境負荷

を低減してい

きます 

工場・事業所などへの

適切な対応の実施 

東京都と連携し、発生源の早期把握に努め、関

係法令などに基づき、事業者に対し、適切に対

応していきます。 

家庭からの発生抑制

推進 

ごみの自家焼却や野焼きなどによる大気への影

響について周知・啓発を行います。ごみの自家

焼却や野焼きを確認した場合は、適切に対応し

ていきます。 

悪臭を防止し

ていきます 

発生源対策の推進、指

導の強化 

東京都と連携し、工場・事業所などの悪臭発生

源の特定、農家の堆肥の生成または利用時の指

導を行い、引き続き悪臭防止対策を実施します。 

調査・監視体制

を充実し、情報

を提供してい

きます 

大気に関する情報の

提供 

大気に関する調査データを継続して公表します。 

臭気に関する調査の

実施 

定期または随時に簡易測定を実施し、臭気の把

握につとめます。 

 

 

 

 

六道山展望塔からの眺望 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

環境像③  きれいな空気・水、清らかな土地を大切にし、みんなが安心して暮らすことのできるまち    

■現状と課題 

● 大気汚染物質は、二酸化窒素や浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化

炭素などが挙げられます。多摩地域では、微小粒子状物質（ＰＭ2.5）

の環境基準（短期基準及び長期基準）は達成しているものの、光化学

オキシダント（Ｏｘ）については、環境基準を超過したことがありま

す。微小粒子状物質と光化学オキシダントの原因物質であるＮＯｘ及

びＶＯＣの発生源対策に取り組んでいくことが必要です。 

● ＰＭ2.5 は、粒径 2.5μｍ以下の粒子状物質のことで、呼吸器系の奥深

くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念

されています。光化学オキシダントは広い範囲で発生し、高濃度にな

ると人や植物にも悪影響を与えます。 

● 都内でのアスベスト使用の可能性がある建築物（昭和 31 年～平成 19

年施工）の解体工事の件数は、既にピークに達し、平成 62〔2050〕年

頃まで同程度で推移すると見込まれています。建築物等の解体・改修

等におけるアスベストの飛散防止を徹底することが必要です。 

● 騒音・振動・悪臭などについては、発生源が工場・事業場、建設作業、

自動車、航空機、鉄道、飲食店・小売業の営業、住宅など多種多様であ

るため、発生源の早期把握とその解消につとめていくことが重要です。 

● 瑞穂町は、町域面積の約８分の１にあたる 2.1ｋ㎡を横田基地に提供し、

また、航空機の騒音が大きい第１種区域が 42.8％（7.2ｋ㎡）を占めて

おり、町上空を飛行する航空機の騒音が生活環境に大きな影響を与え

ています。町民が受けている騒音などの障害の解消に向け、関係機関

へ継続して要請していく必要があります。 

 

●瑞穂町における公害苦情件数の推移 

  

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針８ きれいな空気を守っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

固定発生源か

らの環境負荷

を低減してい

きます 

工場・事業所などへの

適切な対応の実施 

東京都と連携し、発生源の早期把握に努め、関

係法令などに基づき、事業者に対し、適切に対

応していきます。 

家庭からの発生抑制

推進 

ごみの自家焼却や野焼きなどによる大気への影

響について周知・啓発を行います。ごみの自家

焼却や野焼きを確認した場合は、適切に対応し

ていきます。 

悪臭を防止し

ていきます 

発生源対策の推進、指

導の強化 

東京都と連携し、工場・事業所などの悪臭発生

源の特定、農家の堆肥の生成または利用時の指

導を行い、引き続き悪臭防止対策を実施します。 

調査・監視体制

を充実し、情報

を提供してい

きます 

大気に関する情報の

提供 

大気に関する調査データを継続して公表します。 

臭気に関する調査の

実施 

定期または随時に簡易測定を実施し、臭気の把

握につとめます。 

 

 

 

 

六道山展望塔からの眺望 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針９ きれいな水を守っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

水を汚す物質

の排出を防止

していきます 

家庭からの排出負荷

削減対策の推進 

公共下水道の普及を推進し、整備済み区域では、

下水道への接続を促進します。 

工場・事業所などから

の排出負荷削減対策

の推進 

事業者に対し、排水基準の順守を要請していく

とともに、必要に応じて、水質汚濁防止の啓発

を行います。 

調査・監視体制

を充実し、情報

を提供してい

きます 

水質などに関する情

報の提供 

河川の水質、水量、水生生物に関する測定デー

タを、継続して公表します。 

 

 

 

 狭山池公園 

 残堀川 

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 10 不快な騒音や振動をなくしていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

騒音・振動の発

生を防止して

いきます 

自動車交通騒音防止

対策の推進 

町民・事業者に対し、自動車利用をできるだけ

控えることや、不正改造車の使用禁止、アイド

リングストップの実施について啓発を行います。 

横田基地の騒音防止

対策の推進 

東京都や周辺市と連携して、国や米軍に対し、航

空機騒音の防止対策の実施を要請していきます。 

工場・事業所などから

の騒音・振動防止対策

の推進 

東京都と連携し、「都民の健康と安全を確保す

る環境に関する条例」（東京都環境確保条例）

に規定する、騒音・振動の規制対象となる工場・

指定作業所の監視を継続し、関連法令などに基

づいた対応を行います。 

鉄道からの騒音・振動

防止対策の推進 

八高線沿線自治体などと連携し、鉄道に関する

情報収集につとめ、必要に応じ、鉄道からの騒

音・振動防止対策の実施を要請していきます。 

近隣騒音及び生活騒

音防止対策の推進 

東京都と連携し、生活騒音の防止について啓発

を行います。 

騒音を調査し、

情報を提供し

ていきます 

航空機騒音の測定、情

報の提供 

役場屋上などで実施している航空機騒音の 24時

間測定を継続します。 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針９ きれいな水を守っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

水を汚す物質

の排出を防止

していきます 

家庭からの排出負荷

削減対策の推進 

公共下水道の普及を推進し、整備済み区域では、

下水道への接続を促進します。 

工場・事業所などから

の排出負荷削減対策

の推進 

事業者に対し、排水基準の順守を要請していく

とともに、必要に応じて、水質汚濁防止の啓発

を行います。 

調査・監視体制

を充実し、情報

を提供してい

きます 

水質などに関する情

報の提供 

河川の水質、水量、水生生物に関する測定デー

タを、継続して公表します。 

 

 

 

 狭山池公園 

 残堀川 

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 10 不快な騒音や振動をなくしていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

騒音・振動の発

生を防止して

いきます 

自動車交通騒音防止

対策の推進 

町民・事業者に対し、自動車利用をできるだけ

控えることや、不正改造車の使用禁止、アイド

リングストップの実施について啓発を行います。 

横田基地の騒音防止

対策の推進 

東京都や周辺市と連携して、国や米軍に対し、航

空機騒音の防止対策の実施を要請していきます。 

工場・事業所などから

の騒音・振動防止対策

の推進 

東京都と連携し、「都民の健康と安全を確保す

る環境に関する条例」（東京都環境確保条例）

に規定する、騒音・振動の規制対象となる工場・

指定作業所の監視を継続し、関連法令などに基

づいた対応を行います。 

鉄道からの騒音・振動

防止対策の推進 

八高線沿線自治体などと連携し、鉄道に関する

情報収集につとめ、必要に応じ、鉄道からの騒

音・振動防止対策の実施を要請していきます。 

近隣騒音及び生活騒

音防止対策の推進 

東京都と連携し、生活騒音の防止について啓発

を行います。 

騒音を調査し、

情報を提供し

ていきます 

航空機騒音の測定、情

報の提供 

役場屋上などで実施している航空機騒音の 24時

間測定を継続します。 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 11 清らかな土地を守っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

土壌汚染の防

止対策を推進

していきます 

有害化学物質による

汚染の防止 

事業者に対し、「東京都環境確保条例」及び関

連法令に基づく有害化学物質に関する届出等の

対応について、指導・助言を行います。 

地盤沈下の防

止対策を推進

していきます 

地下水揚水規制の指導 井戸の設置者に対し、「東京都環境確保条例」

に基づく揚水量の報告や揚水施設の設置等の対

応について、指導・助言を行います。 

汚染状況を調

査し、情報を

提供していき

ます 

汚染状況の調査、情報

の提供 

事業者に対し、「東京都環境確保条例」等に基

づく土壌汚染に係る調査等について、指導・助

言を行います。 

 

 

  

リスクコミュニケーション 

日本で約５万種以上流通しているといわれる化学物質の中には、発が

ん性、生態毒性等の有害性を持つものが数多く存在し、これらが大気、

水、土壌、食品等の媒体を経由して人の健康や生態系に影響を与えてい

るおそれがあります。 

このため、環境中に排出された化学物質が人の健康や生態系に有害な

影響を及ぼすおそれ、すなわち環境リスクを評価した上で、これを低減

させるための措置を講じていくことが必要です。 

環境リスクを管理するためには、科学的知見の解明が重要です。しか

し、科学的な解明が極めて難しく、非自発的なリスクや不公平なリスク

を受容しがたいものとして認識する傾向があるなど、リスクを受ける人

の立場の違いや、問題に関する知識や経験の有無によっても、受け止め

方に違いが生じます。 

そこで、環境リスクをどのように管理すべきかなどについて、町民や

事業者、行政などの様々な関係者が情報を共有しつつ、お互いの立場を

尊重して相互理解を深めるためのコミュニケーションの場を設定するこ

とが重要となります。 

出典：「自治体のための化学物質に関するリスクコミュニケーションマニュアル」 

（平成 23 年３月一部改訂、環境省） 

コラム３ 

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 12 様々な公害を防いでいくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

有害化学物質

による汚染を

防止していき

ます 

工場・事業所から排出

される有害化学物質

の抑制 

東京都と連携し、事業活動により排出される有

害化学物質やダイオキシン類、内分泌攪乱物質

（環境ホルモン）などの発生防止、発生抑制対

策を推進します。 

ＰＭ2.5、光化学オキ

シダント及びアスベス

トの対策の推進 

国の指針などに基づき、微小粒子状物質（ＰＭ

2.5）、光化学オキシダント、アスベストの対策

を推進します。 

有害化学物質に関す

る情報の収集と提供 

有害化学物質に関する情報を収集し、町民・事

業者へ提供します。 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 11 清らかな土地を守っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

土壌汚染の防

止対策を推進

していきます 

有害化学物質による

汚染の防止 

事業者に対し、「東京都環境確保条例」及び関

連法令に基づく有害化学物質に関する届出等の

対応について、指導・助言を行います。 

地盤沈下の防

止対策を推進

していきます 

地下水揚水規制の指導 井戸の設置者に対し、「東京都環境確保条例」

に基づく揚水量の報告や揚水施設の設置等の対

応について、指導・助言を行います。 

汚染状況を調

査し、情報を

提供していき

ます 

汚染状況の調査、情報

の提供 

事業者に対し、「東京都環境確保条例」等に基

づく土壌汚染に係る調査等について、指導・助

言を行います。 

 

 

  

リスクコミュニケーション 

日本で約５万種以上流通しているといわれる化学物質の中には、発が

ん性、生態毒性等の有害性を持つものが数多く存在し、これらが大気、

水、土壌、食品等の媒体を経由して人の健康や生態系に影響を与えてい

るおそれがあります。 

このため、環境中に排出された化学物質が人の健康や生態系に有害な

影響を及ぼすおそれ、すなわち環境リスクを評価した上で、これを低減

させるための措置を講じていくことが必要です。 

環境リスクを管理するためには、科学的知見の解明が重要です。しか

し、科学的な解明が極めて難しく、非自発的なリスクや不公平なリスク

を受容しがたいものとして認識する傾向があるなど、リスクを受ける人

の立場の違いや、問題に関する知識や経験の有無によっても、受け止め

方に違いが生じます。 

そこで、環境リスクをどのように管理すべきかなどについて、町民や

事業者、行政などの様々な関係者が情報を共有しつつ、お互いの立場を

尊重して相互理解を深めるためのコミュニケーションの場を設定するこ

とが重要となります。 

出典：「自治体のための化学物質に関するリスクコミュニケーションマニュアル」 

（平成 23 年３月一部改訂、環境省） 

コラム３ 

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 12 様々な公害を防いでいくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

有害化学物質

による汚染を

防止していき

ます 

工場・事業所から排出

される有害化学物質

の抑制 

東京都と連携し、事業活動により排出される有

害化学物質やダイオキシン類、内分泌攪乱物質

（環境ホルモン）などの発生防止、発生抑制対

策を推進します。 

ＰＭ2.5、光化学オキ

シダント及びアスベス

トの対策の推進 

国の指針などに基づき、微小粒子状物質（ＰＭ

2.5）、光化学オキシダント、アスベストの対策

を推進します。 

有害化学物質に関す

る情報の収集と提供 

有害化学物質に関する情報を収集し、町民・事

業者へ提供します。 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

環境像④ 歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち       

■現状と課題 

● 瑞穂町は、狭山丘陵の稜線によって豊かな景観が醸し出されています。

残堀川沿いの親水エリアと緑化空間は潤いある景観を創出し、阿豆佐

味天神社などの鎮守の森も町民にやすらぎを与えてくれます。耕心館

は、武蔵野の旧家のたたずまいを残した歴史と文化を感じさせる静的

空間と、現代の活動拠点として利用する町民の動的空間が調和し、落

ち着きと活力ある雰囲気をつくりだしています。 

● 瑞穂町の自然的景観と歴史的景観の保全につとめ、良好な姿で次世代

へ引き継いでいくために、町の特性、歴史および文化を活かしながら、

新たな景観資源を発掘し、町の個性を引き出す都市景観を形成してい

くことが必要です。 

● 町民の環境美化への関心が高まる中、ボランティアによるごみ拾いな

どが行われていますが、一方でごみのポイ捨てをはじめ、タイヤや家

電などの不法投棄、空き地の雑草、ペットのふん尿などに関する苦情

も寄せられています。 

● 環境監視員による巡回により、不法投棄の防止や空き地の適正管理の

指導、路上の広告物などの撤去を行っています。あわせて、今後は地

域のボランティアなどと協力していくことも必要です。 

● 適切な管理が行われていない空き家については、町民の生活環境に深刻

な影響をおよぼすことのないよう、必要な措置を施すことが必要です。 

● 分煙・禁煙については、東京２０２０オリンピック・パラリンピック

競技大会に向けて都全域で取り組む機運が高まっており、町内でも啓

発普及をはかっていくことが必要です。 

 

   

狭山丘陵お伊勢山遊歩道              津谷田滝陵丘山狭

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 13 快適で美しいみずほを創っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

瑞穂の特性を

活かした景観

づくりをすす

めていきます 

町の個性を活かした

景観の形成 

「瑞穂町景観基本計画」に基づき、自然的景観

の保全・育成、歴史的な景観の保全・活用に取

り組みます。 

市街地の景観づくり

の推進 

潤いある景観づくりを目指し、工業地域周辺の

道路沿線の街路樹などを維持していきます。 

開発行為などに対す

る指導の実施 

一定規模以上の開発行為などに対し、「瑞穂町

宅地開発等指導要綱」に基づき、無秩序な開発

を防止するとともに開発区域内の緑化指導を行

います。 

建築計画などに対す

る指導の実施 

「東京都景観条例」により「丘陵地景観基本軸」

に指定されている狭山丘陵付近の建築計画などに

対し、規模に応じて届出を案内し、丘陵地の景観

特性に調和したものとなるよう配慮を求めます。 

道路景観の向上 道路施設の一体的なデザインによる景観への配

慮や町の特性に応じた街路樹の選定などにより、

個性があり、町民が愛着を持てる道路整備をす

すめます。 

景観について

の意識向上を

はかっていき

ます 

町民・事業者の意識の

啓発 

「瑞穂町景観基本計画」に基づき、町民・事業

者の景観形成に対する理解と関心の向上をはか

ります。 

  
 箱根ケ崎駅東口 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

環境像④ 歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち       

■現状と課題 

● 瑞穂町は、狭山丘陵の稜線によって豊かな景観が醸し出されています。

残堀川沿いの親水エリアと緑化空間は潤いある景観を創出し、阿豆佐

味天神社などの鎮守の森も町民にやすらぎを与えてくれます。耕心館

は、武蔵野の旧家のたたずまいを残した歴史と文化を感じさせる静的

空間と、現代の活動拠点として利用する町民の動的空間が調和し、落

ち着きと活力ある雰囲気をつくりだしています。 

● 瑞穂町の自然的景観と歴史的景観の保全につとめ、良好な姿で次世代

へ引き継いでいくために、町の特性、歴史および文化を活かしながら、

新たな景観資源を発掘し、町の個性を引き出す都市景観を形成してい

くことが必要です。 

● 町民の環境美化への関心が高まる中、ボランティアによるごみ拾いな

どが行われていますが、一方でごみのポイ捨てをはじめ、タイヤや家

電などの不法投棄、空き地の雑草、ペットのふん尿などに関する苦情

も寄せられています。 

● 環境監視員による巡回により、不法投棄の防止や空き地の適正管理の

指導、路上の広告物などの撤去を行っています。あわせて、今後は地

域のボランティアなどと協力していくことも必要です。 

● 適切な管理が行われていない空き家については、町民の生活環境に深刻

な影響をおよぼすことのないよう、必要な措置を施すことが必要です。 

● 分煙・禁煙については、東京２０２０オリンピック・パラリンピック

競技大会に向けて都全域で取り組む機運が高まっており、町内でも啓

発普及をはかっていくことが必要です。 

 

   

狭山丘陵お伊勢山遊歩道              津谷田滝陵丘山狭

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 13 快適で美しいみずほを創っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

瑞穂の特性を

活かした景観

づくりをすす

めていきます 

町の個性を活かした

景観の形成 

「瑞穂町景観基本計画」に基づき、自然的景観

の保全・育成、歴史的な景観の保全・活用に取

り組みます。 

市街地の景観づくり

の推進 

潤いある景観づくりを目指し、工業地域周辺の

道路沿線の街路樹などを維持していきます。 

開発行為などに対す

る指導の実施 

一定規模以上の開発行為などに対し、「瑞穂町

宅地開発等指導要綱」に基づき、無秩序な開発

を防止するとともに開発区域内の緑化指導を行

います。 

建築計画などに対す

る指導の実施 

「東京都景観条例」により「丘陵地景観基本軸」

に指定されている狭山丘陵付近の建築計画などに

対し、規模に応じて届出を案内し、丘陵地の景観

特性に調和したものとなるよう配慮を求めます。 

道路景観の向上 道路施設の一体的なデザインによる景観への配

慮や町の特性に応じた街路樹の選定などにより、

個性があり、町民が愛着を持てる道路整備をす

すめます。 

景観について

の意識向上を

はかっていき

ます 

町民・事業者の意識の

啓発 

「瑞穂町景観基本計画」に基づき、町民・事業

者の景観形成に対する理解と関心の向上をはか

ります。 

  
 箱根ケ崎駅東口 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 14 魅力ある温かいみずほを創っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

人にやさしい

まちづくりを

すすめていき

ます 

高齢者や障がいのあ

る人にもやさしいまち

づくりの推進 

「瑞穂町地域保健福祉計画」に基づき、福祉の

まちづくりを推進します。 

歩きやすい歩道の整備 高齢者や障がい者を含むだれもが安全に通行で

きる歩きやすい歩道を整備します。 

分煙対策の強化 受動喫煙による健康への影響を防止するため、

「東京都受動喫煙防止条例」に基づき、喫煙対

策に協力を求めていきます。 

分煙・禁煙意識の啓発 妊婦面談及び健診時のパンフレット配布などに

より、喫煙の害について啓発を行います。 

憩いのあるま

ちづくりをすす

めていきます 

安心して遊べる公園

の整備 

ポケットパークや公園の整備にあたっては、周

辺住民の要望を把握し、魅力のあるものにして

いきます。 

環境美化の推進 全町一斉清掃の継続実施により、町の環境美化

をはかっていくとともに、町民の美化意識の高

揚をはかります。また、空き地・空き家の所有

者等に対し、適正な管理を要請するなど必要な

措置を講じていきます。 

犬・猫等のペットの適

正飼育の推進 

犬・猫等のペットの適正飼育について周知しま

す。また、ボランティア団体と協働して、飼い

主のいない猫対策を推進します。 

 
全町一斉清掃 

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

環境像⑤ みんなで考え、みんなで行動するまち            

■現状と課題 

● 「環境に関する意識調査」（平成 30 年８月実施）によると、町民の環

境保全行動にあたり、環境問題の現状、環境問題と生活の関わり、身

近な工夫、対策などの情報が求められています。また、環境に関する

学習会などの活動への参加経験を有する人は約１割で、機会があれば

参加したいと思っている人を合わせると約６割に上ります。 

● 小・中学校では、子どもたちが夢や希望をもって自立的に未来を切り

開いていくために、「ふるさと瑞穂」の自然や文化を愛し、社会に貢献

できる子どもたちを育成する、ふるさと学習「みずほ学」が平成 29 年

度から進んでいます。 

● 瑞穂町の歴史や文化を次世代や後世に伝える機能をさらに強化するた

めの施設である郷土資料館「けやき館」では、町の貴重な自然や文化

財を保存、展示しています。また、けやき館を拠点に、自然観察会や

環境学習などが行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

郷土資料館「けやき館」 

 

● 町民、事業者の環境保全行動を促進するため、それぞれの取組意向に

沿って役立つ情報を提供することが必要です。 

● 地域の環境保全等に貢献しようとする町民の高い環境意識を受けて、

地域の活性化やコミュニティの醸成、観光振興などもねらいとし、子

どもから大人までのあらゆる世代に対して参加・体験の機会を提供し

ていくことが必要です。 

● 学校や地域、ボランティア団体、ＮＰＯなどが連携し、地域に根差し

た環境教育・環境学習をすすめていくことや、そのための人材の育成・

活躍の場が必要です。   
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 14 魅力ある温かいみずほを創っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

人にやさしい

まちづくりを

すすめていき

ます 

高齢者や障がいのあ

る人にもやさしいまち

づくりの推進 

「瑞穂町地域保健福祉計画」に基づき、福祉の

まちづくりを推進します。 

歩きやすい歩道の整備 高齢者や障がい者を含むだれもが安全に通行で

きる歩きやすい歩道を整備します。 

分煙対策の強化 受動喫煙による健康への影響を防止するため、

「東京都受動喫煙防止条例」に基づき、喫煙対

策に協力を求めていきます。 

分煙・禁煙意識の啓発 妊婦面談及び健診時のパンフレット配布などに

より、喫煙の害について啓発を行います。 

憩いのあるま

ちづくりをすす

めていきます 

安心して遊べる公園

の整備 

ポケットパークや公園の整備にあたっては、周

辺住民の要望を把握し、魅力のあるものにして

いきます。 

環境美化の推進 全町一斉清掃の継続実施により、町の環境美化

をはかっていくとともに、町民の美化意識の高

揚をはかります。また、空き地・空き家の所有

者等に対し、適正な管理を要請するなど必要な

措置を講じていきます。 

犬・猫等のペットの適
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全町一斉清掃 

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

環境像⑤ みんなで考え、みんなで行動するまち            

■現状と課題 

● 「環境に関する意識調査」（平成 30 年８月実施）によると、町民の環

境保全行動にあたり、環境問題の現状、環境問題と生活の関わり、身

近な工夫、対策などの情報が求められています。また、環境に関する

学習会などの活動への参加経験を有する人は約１割で、機会があれば

参加したいと思っている人を合わせると約６割に上ります。 

● 小・中学校では、子どもたちが夢や希望をもって自立的に未来を切り

開いていくために、「ふるさと瑞穂」の自然や文化を愛し、社会に貢献

できる子どもたちを育成する、ふるさと学習「みずほ学」が平成 29 年

度から進んでいます。 

● 瑞穂町の歴史や文化を次世代や後世に伝える機能をさらに強化するた

めの施設である郷土資料館「けやき館」では、町の貴重な自然や文化

財を保存、展示しています。また、けやき館を拠点に、自然観察会や

環境学習などが行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

郷土資料館「けやき館」 

 

● 町民、事業者の環境保全行動を促進するため、それぞれの取組意向に

沿って役立つ情報を提供することが必要です。 

● 地域の環境保全等に貢献しようとする町民の高い環境意識を受けて、

地域の活性化やコミュニティの醸成、観光振興などもねらいとし、子

どもから大人までのあらゆる世代に対して参加・体験の機会を提供し

ていくことが必要です。 

● 学校や地域、ボランティア団体、ＮＰＯなどが連携し、地域に根差し

た環境教育・環境学習をすすめていくことや、そのための人材の育成・

活躍の場が必要です。   
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 15 みんなで学び、協力していくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

環境教育、環境

学習をすすめ

ていきます 

学校、職場などでの環

境教育の推進 

家庭、学校、職場、地域などにおいて、環境の保

全についての理解を深めるため、教育・学習、体

験活動の機会の提供をはかります。 

また、地産地消を意識した食育を推進するため、

学校給食組合などとの連携により学校給食の食

材に地元農産物を使うとともに、学習会の開催

などに取り組みます。 

不法投棄されたプラスチックごみが環境に及ぼ

す影響など、家庭、学校、職場、地域などにお

いて、環境問題についての理解を深めるため、

学習や体験活動の機会を提供していきます。 

地域での環境学習の

推進 

全町一斉清掃をはじめとする環境保全に関する

啓発事業を実施し、町民の環境意識の高揚に取

り組みます。 

ふるさと学習の推進 「ふるさと瑞穂」の自然や文化を愛し、社会に

貢献できる子どもたちの育成をはかるため、町

の自然、伝統・文化・歴史、地域産業、福祉、

国際理解、まちづくり、安全・安心等について

学ぶ、ふるさと学習「みずほ学」を推進します。 

人材育成の促進 地域での環境保全活動を継続・促進していくた

め、環境団体やリーダーの育成を促進します。

また、ふるさとづくり推進事業による(仮称)瑞

穂検定を実施し、人材確保と地域コーディネー

ターの育成につなげます。 

環境に関する

様々な情報を

提供していき

ます 

環境情報の発信 自然観察会などの環境学習機会や環境に関する

イベント時に、環境に関する情報を発信します。 

人材情報の活用促進 瑞穂町総合人材リストに地域での環境保全活動

に携わる方の登録を促すとともに、リストの活

用をはかります。 

  

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

基本方針 16 連携・協働による取組を広げていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

様々な活動を

支援していき

ます 

環境活動の支援 環境に関する取組を行っている団体や、町民や

事業者の自主的な環境活動を支援します。 

町民と農家との交流

の支援 

農業に対する理解や農地周辺の自然とのふれあ

いを深めてもらうとともに、地元農家との交流

をすすめます。 

 

 

 

ふるさと学習「みずほ学」の様子 

 

 

狭山丘陵の動植物観察会 
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 
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ターの育成につなげます。 
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ます 

環境情報の発信 自然観察会などの環境学習機会や環境に関する
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 
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ふるさと学習「みずほ学」の様子 

 

 

狭山丘陵の動植物観察会 
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第４章 重点プロジェクト 

この章では、望ましい環境像の実現に向けてより計画の実効性を

高めるため、優先して取り組んでいく３つの重点プロジェクトを示

します。 

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 



53

第４章 重点プロジェクト 

この章では、望ましい環境像の実現に向けてより計画の実効性を

高めるため、優先して取り組んでいく３つの重点プロジェクトを示

します。 

第３章 望ましい環境像を実現するための取組 
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第４章 重点プロジェクト 

１ 重点プロジェクトの位置づけ              
望ましい環境像の実現に向けて、環境の保全等に取り組んでいくためには、

多岐にわたる施策を推進していくことが必要です。 

ここでは、計画の実効性をより高めるために、主要課題を踏まえて、優先

して取り組んでいくための重点プロジェクトを設定します 

重点プロジェクトの推進にあたっては、庁内の関係部署が横断・連携して

取り組みます。また、町民や事業者等による環境保全行動の実践を先導し、

持続可能な社会への貢献に向け、各主体が協働することによりプロジェクト

の展開・浸透をはかっていきます。 

 

 

●重点プロジェクトの推進を通じて貢献するＳＤＧｓの目標 

目標７ 

すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエ

ネルギーへのアクセスを確保する  

目標 11 

都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエント（強靭）

かつ持続可能にする  

目標 13 

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る 
 

目標 17 

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パ

ートナーシップを活性化する  

 

  

第４章 重点プロジェクト 

２ 重点プロジェクト                   
 

（１）狭山丘陵をはじめとする自然環境との共生の取組 

・ 町内のボランティア団体、ＮＰＯ、専門家との連携のもと野生生物の

生息環境の保全について啓発を行います。 

・ アライグマ、ハクビシン、アメリカオニアザミなどの外来生物対策を

すすめます。 

・ 瑞穂町郷土資料館「けやき館」などを拠点とし、町の自然と共生して

きた歴史・文化、自然環境や生物多様性に係る情報を発信します。 

 

取組による波及効果 

➣ 町外からの来訪者の増加 

➣ 観光振興、地域活性化 
 

 

（２）緩和策と適応策を両輪とする地球温暖化対策の推進 

気候変動による影響に対し、町民の健康や生活環境の確保をはかるため、

温室効果ガスの排出抑制等を行う「緩和策」とともに、地域特性に応じた「適

応策」を両輪として取り組んでいきます。 

・ 公共施設での再生可能エネルギーの利用をすすめます。 

・ 再生可能エネルギーの利用に係る町民・事業者への情報提供・発信を

行います。（太陽光発電・蓄電池による電力の自家消費など） 

・ 気候変動や地球温暖化対策に係る情報を発信します。 

・ 地下水かん養のため、公共施設での雨水貯留浸透施設の整備、浸透性

舗装の利用、町民・事業者への啓発を行います。 

 

取組による波及効果 

➣ 利便性が高く、快適なまちづくり 

➣ 防災・減災 
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第４章 重点プロジェクト 
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多岐にわたる施策を推進していくことが必要です。 

ここでは、計画の実効性をより高めるために、主要課題を踏まえて、優先

して取り組んでいくための重点プロジェクトを設定します 
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取り組みます。また、町民や事業者等による環境保全行動の実践を先導し、

持続可能な社会への貢献に向け、各主体が協働することによりプロジェクト

の展開・浸透をはかっていきます。 
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ートナーシップを活性化する  

 

  

第４章 重点プロジェクト 
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生息環境の保全について啓発を行います。 

・ アライグマ、ハクビシン、アメリカオニアザミなどの外来生物対策を
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・ 瑞穂町郷土資料館「けやき館」などを拠点とし、町の自然と共生して

きた歴史・文化、自然環境や生物多様性に係る情報を発信します。 

 

取組による波及効果 

➣ 町外からの来訪者の増加 
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（２）緩和策と適応策を両輪とする地球温暖化対策の推進 

気候変動による影響に対し、町民の健康や生活環境の確保をはかるため、
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取組による波及効果 
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第５章 環境配慮行動・指針 

この章では、町民、事業者が取り組むべき環境配慮行動・指針を

場面別、業種別に整理しています。 

第４章 重点プロジェクト 

 

（３）協働による環境保全活動のための基盤づくり 

・ 身近な環境問題が地球に及ぼす影響を啓発するなど、各主体が自発的

に環境配慮行動を実践できるよう支援します。 

・ ふるさと学習「みずほ学」をはじめ、地域の理解促進と各地域の課題

解決に向けた取組を推進します。 

・ 課題解決にあたっては、地域の関係者と共に監視体制を強化するなど

協働事業の推進につとめていきます。 

・ 町内の環境団体やリーダーの育成につとめます。 

 

取組による波及効果 

➣ 地域のコミュニケーションの増進 

➣ 地域における住民同士のつながりの深化 
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取組による波及効果 

➣ 地域のコミュニケーションの増進 

➣ 地域における住民同士のつながりの深化 
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第５章 環境配慮行動・指針 

１ 環境配慮行動・指針の位置づけ             
より良い環境を実現していくためには、各主体が、日常生活や通常の事業

活動の場において、環境に配慮した様々な取組を行っていくことが必要とな

ります。 

そこで、日常生活や事業活動の場において取り組むことのできる行動を整

理し、「環境配慮行動・指針」として示します。町民、事業者のみなさんには、

それぞれの立場で、できるところから取り組みましょう。 

 

２ 町民の環境配慮行動                  

（１）居間や各部屋で 

◇ 住居の断熱性の向上をはかりましょう。カーテンやブラインド、すだ

れを上手に利用しましょう。 

◇ 室温は、冷房時は 28℃を目安に、暖房時は 20℃を目安に調節しましょ

う（無理のない範囲で取り組んでください）。 

◇ 冷暖房機の室外機は、騒音防止に配慮して設置しましょう。設置の際

は風通しの良い、日の当たらない場所に設置しましょう。 

◇ ストーブやエアコンのフィルターをこまめに掃除しましょう。 

◇ 白熱電球や蛍光灯はＬＥＤ電球に交換しましょう。 

◇ 照明器具はほこりなどの汚れで暗くなっていないか点検しましょう。 

◇ 見ていないテレビや使っていないパソコンは、電源を切るか、省エネ

モードにして、節電に心がけましょう。 

◇ テレビやパソコンの画面を必要以上に明るくしたり、音を大きくした

りするのはやめましょう。 

◇ 電化製品を使わない時は、主電源を切るか、コンセントから抜きまし

ょう。 

◇ 楽器やステレオなどの、騒音や振動をもたらす機器を使う場合は、近

所の迷惑にならないように音量を抑えるとともに、使用する時間帯に

も配慮しましょう。また、防音対策についても工夫をしましょう。 

◇ 日頃から家電製品の点検や手入れを心がけましょう。 

  

第５章 環境配慮行動・指針 

（２）洗面所・風呂場で 

◇ 水道を使用する時は、水の流しっぱなしはやめましょう。 

◇ お風呂にはこまめにフタをしましょう。 

◇ お風呂の残り湯を洗濯等に利用しましょう。 

◇ 夏場の暖房便座は、電源を切りましょう。 

◇ 暖房便座は、使わない時はフタをしめましょう。 

◇ 暖房便座や温水洗浄便座の洗浄水の設定温度は、控えめにしましょう。 

 

（３）掃除・洗濯 

◇ 掃除機のフィルターは、こまめに清掃しましょう。 

◇ 床を整理してから掃除機をかけましょう。 

◇ 環境に配慮した洗剤を、適量、使いましょう。 

◇ 洗濯機の乾燥機能の使用を控え、天気の良い日は、外で干しましょう。 
 

（４）台所で 

◇ なべをコンロにかける場合には、底から火がはみ出ないように調整し

ましょう。 

◇ 生ごみがあまり出ないよう調理方法を工夫するとともに、適切な量を

調理し、食べ残しを出さないようにしましょう。 

◇ 使用済みの食器は、油などの汚れを古紙や古布で拭き取ってから洗い

ましょう。 

◇ 三角コーナーには水切り袋をかぶせましょう。 

◇ 水道を使用した後は、蛇口をしっかり閉めましょう。 
◇ 冷蔵庫は風通しが良いところに設置し、壁から間隔を空けましょう。 

◇ 冷蔵庫にものを詰め込みすぎないようにしましょう。 

◇ 冷蔵庫は季節によりこまめに設定温度を変えましょう（夏期は「中」、

冬季は「弱」にしましょう）。 

◇ 冷蔵庫のドアを開けている時間を短くしましょう。 
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第５章 環境配慮行動・指針 

１ 環境配慮行動・指針の位置づけ             
より良い環境を実現していくためには、各主体が、日常生活や通常の事業

活動の場において、環境に配慮した様々な取組を行っていくことが必要とな

ります。 

そこで、日常生活や事業活動の場において取り組むことのできる行動を整

理し、「環境配慮行動・指針」として示します。町民、事業者のみなさんには、

それぞれの立場で、できるところから取り組みましょう。 

 

２ 町民の環境配慮行動                  

（１）居間や各部屋で 

◇ 住居の断熱性の向上をはかりましょう。カーテンやブラインド、すだ

れを上手に利用しましょう。 

◇ 室温は、冷房時は 28℃を目安に、暖房時は 20℃を目安に調節しましょ

う（無理のない範囲で取り組んでください）。 

◇ 冷暖房機の室外機は、騒音防止に配慮して設置しましょう。設置の際

は風通しの良い、日の当たらない場所に設置しましょう。 

◇ ストーブやエアコンのフィルターをこまめに掃除しましょう。 

◇ 白熱電球や蛍光灯はＬＥＤ電球に交換しましょう。 

◇ 照明器具はほこりなどの汚れで暗くなっていないか点検しましょう。 

◇ 見ていないテレビや使っていないパソコンは、電源を切るか、省エネ

モードにして、節電に心がけましょう。 

◇ テレビやパソコンの画面を必要以上に明るくしたり、音を大きくした

りするのはやめましょう。 

◇ 電化製品を使わない時は、主電源を切るか、コンセントから抜きまし

ょう。 

◇ 楽器やステレオなどの、騒音や振動をもたらす機器を使う場合は、近

所の迷惑にならないように音量を抑えるとともに、使用する時間帯に

も配慮しましょう。また、防音対策についても工夫をしましょう。 

◇ 日頃から家電製品の点検や手入れを心がけましょう。 

  

第５章 環境配慮行動・指針 

（２）洗面所・風呂場で 

◇ 水道を使用する時は、水の流しっぱなしはやめましょう。 

◇ お風呂にはこまめにフタをしましょう。 

◇ お風呂の残り湯を洗濯等に利用しましょう。 

◇ 夏場の暖房便座は、電源を切りましょう。 

◇ 暖房便座は、使わない時はフタをしめましょう。 

◇ 暖房便座や温水洗浄便座の洗浄水の設定温度は、控えめにしましょう。 

 

（３）掃除・洗濯 

◇ 掃除機のフィルターは、こまめに清掃しましょう。 

◇ 床を整理してから掃除機をかけましょう。 

◇ 環境に配慮した洗剤を、適量、使いましょう。 

◇ 洗濯機の乾燥機能の使用を控え、天気の良い日は、外で干しましょう。 
 

（４）台所で 

◇ なべをコンロにかける場合には、底から火がはみ出ないように調整し

ましょう。 

◇ 生ごみがあまり出ないよう調理方法を工夫するとともに、適切な量を

調理し、食べ残しを出さないようにしましょう。 

◇ 使用済みの食器は、油などの汚れを古紙や古布で拭き取ってから洗い

ましょう。 

◇ 三角コーナーには水切り袋をかぶせましょう。 

◇ 水道を使用した後は、蛇口をしっかり閉めましょう。 
◇ 冷蔵庫は風通しが良いところに設置し、壁から間隔を空けましょう。 

◇ 冷蔵庫にものを詰め込みすぎないようにしましょう。 

◇ 冷蔵庫は季節によりこまめに設定温度を変えましょう（夏期は「中」、

冬季は「弱」にしましょう）。 

◇ 冷蔵庫のドアを開けている時間を短くしましょう。 

 

 

  



60

第５章 環境配慮行動・指針 

（５）ごみ出し 

◇ ごみはきちんと分別して、所定の場所へ決められた時間に出しましょ

う（分別の方法は、ごみの分別事典及びごみ・資源物収集カレンダー

を参照してください）。 

◇ 資源ごみの分別をし、燃やせるごみを減らしましょう。 

◇ 空き瓶やペットボトル、容器包装プラスチックなどは、水で洗って乾

かしてから出しましょう。 

◇ 生ごみは、水切りをしてから出しましょう。 

◇ 家庭内にある有害化学物質（防虫剤、殺虫剤、ペンキなど）を廃棄す

る際には、町のきまりに従いましょう。 

◇ 冷蔵庫やエアコンなどを廃棄する際は、家電リサイクル法に基づき、

適切な処理を行う業者に引き渡しましょう。 
◇ フロンガスなどを使用した製品を廃棄する場合は、適切な処理を行う

業者に引き渡しましょう。 

◇ フリーマーケットやリサイクルショップを活用しましょう。 

◇ たばこや空き缶など、ポイ捨てはやめましょう。 

◇ 生ごみや油は、下水道へ流さないようにしましょう。 

◇ ごみの自家焼却や野焼きはやめましょう。 

◇ 外出先で出たごみは、持ち帰りましょう。 
 

 

  

マイクロプラスチックによる海洋汚染 

ペットボトルやレジ袋といったプラスチック製品等が海に流れると、

紫外線や熱による劣化で次第に微細片化していきます。このような廃プ 

ラスチックや洗顔料・歯磨き粉

などのスクラブ（研磨）材に使

用されているマイクロビーズな

ど、大きさが５ｍｍ以下のプラ

スチック片を「マイクロプラス

チック」と呼びます。 

マイクロプラスチックは表面

に有害物質を吸着する性質があ

り、海洋生物に取り込まれて海

洋生態系に悪影響を及ぼすこと

が危惧されています。 

コラム４ 

■マイクロプラスチックが海洋生物 

に取り込まれていく仕組み 

第５章 環境配慮行動・指針 

（６）外 出 

◇ できるだけ公共交通機関や自転車、徒歩など環境への負荷の少ない移

動手段を選びましょう。 

◇ 自動車を購入する時は、低燃費・低公害車を選びましょう。 

◇ 自動車の運転をする時は、エコドライブを心がけ、安全運転をしまし

ょう。 

◇ 自家用車は、タイヤの空気圧などの点検を定期的に行い、良好な状態

を保ちましょう。 

◇ 喫煙者は喫煙可能な場所以外での喫煙や歩きたばこを行わないように

しましょう。 

◇ 受動喫煙の健康被害について、理解を深めましょう。 
 

（７）買い物 

◇ 量り売りやバラ売りを利用し、必要なものを必要な量だけ買いましょう。 

◇ 過剰包装を断り、マイバッグを利用しましょう。 

◇ 詰め替え用の製品を利用しましょう。 

◇ エコマーク商品やリサイクル商品を積極的に購入、使用しましょう。 

◇ ビール瓶や一升瓶の瓶などは、リユース製品を購入し、使用後の瓶は

販売店へ返却しましょう。 

◇ 地元の農産物を積極的に購入し、地産地消につとめましょう。 

◇ 有機農法により作られた農作物や、環境保全型農業による農作物を率

先して購入しましょう。 

◇ 電化製品などを買う時、買い換える時は、省エネタイプの製品を選び

ましょう。 

◇ フリーマーケットやリサイクルショップ、バザーやレンタルなどを積

極的に利用しましょう。 

◇ 地元の商店を積極的に利用しましょう。 
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第５章 環境配慮行動・指針 

（５）ごみ出し 

◇ ごみはきちんと分別して、所定の場所へ決められた時間に出しましょ

う（分別の方法は、ごみの分別事典及びごみ・資源物収集カレンダー

を参照してください）。 

◇ 資源ごみの分別をし、燃やせるごみを減らしましょう。 

◇ 空き瓶やペットボトル、容器包装プラスチックなどは、水で洗って乾

かしてから出しましょう。 

◇ 生ごみは、水切りをしてから出しましょう。 

◇ 家庭内にある有害化学物質（防虫剤、殺虫剤、ペンキなど）を廃棄す

る際には、町のきまりに従いましょう。 

◇ 冷蔵庫やエアコンなどを廃棄する際は、家電リサイクル法に基づき、

適切な処理を行う業者に引き渡しましょう。 
◇ フロンガスなどを使用した製品を廃棄する場合は、適切な処理を行う

業者に引き渡しましょう。 

◇ フリーマーケットやリサイクルショップを活用しましょう。 

◇ たばこや空き缶など、ポイ捨てはやめましょう。 

◇ 生ごみや油は、下水道へ流さないようにしましょう。 

◇ ごみの自家焼却や野焼きはやめましょう。 

◇ 外出先で出たごみは、持ち帰りましょう。 
 

 

  

マイクロプラスチックによる海洋汚染 

ペットボトルやレジ袋といったプラスチック製品等が海に流れると、

紫外線や熱による劣化で次第に微細片化していきます。このような廃プ 

ラスチックや洗顔料・歯磨き粉

などのスクラブ（研磨）材に使

用されているマイクロビーズな

ど、大きさが５ｍｍ以下のプラ

スチック片を「マイクロプラス

チック」と呼びます。 

マイクロプラスチックは表面

に有害物質を吸着する性質があ

り、海洋生物に取り込まれて海

洋生態系に悪影響を及ぼすこと

が危惧されています。 

コラム４ 

■マイクロプラスチックが海洋生物 

に取り込まれていく仕組み 

第５章 環境配慮行動・指針 

（６）外 出 

◇ できるだけ公共交通機関や自転車、徒歩など環境への負荷の少ない移

動手段を選びましょう。 

◇ 自動車を購入する時は、低燃費・低公害車を選びましょう。 

◇ 自動車の運転をする時は、エコドライブを心がけ、安全運転をしまし

ょう。 

◇ 自家用車は、タイヤの空気圧などの点検を定期的に行い、良好な状態

を保ちましょう。 

◇ 喫煙者は喫煙可能な場所以外での喫煙や歩きたばこを行わないように

しましょう。 

◇ 受動喫煙の健康被害について、理解を深めましょう。 
 

（７）買い物 

◇ 量り売りやバラ売りを利用し、必要なものを必要な量だけ買いましょう。 

◇ 過剰包装を断り、マイバッグを利用しましょう。 

◇ 詰め替え用の製品を利用しましょう。 

◇ エコマーク商品やリサイクル商品を積極的に購入、使用しましょう。 

◇ ビール瓶や一升瓶の瓶などは、リユース製品を購入し、使用後の瓶は

販売店へ返却しましょう。 

◇ 地元の農産物を積極的に購入し、地産地消につとめましょう。 

◇ 有機農法により作られた農作物や、環境保全型農業による農作物を率

先して購入しましょう。 

◇ 電化製品などを買う時、買い換える時は、省エネタイプの製品を選び

ましょう。 

◇ フリーマーケットやリサイクルショップ、バザーやレンタルなどを積

極的に利用しましょう。 

◇ 地元の商店を積極的に利用しましょう。 
 

  



62

第５章 環境配慮行動・指針 

（８）取り入れる 

◇ 下水道処理区域内では、公共下水道への接続につとめましょう。 

◇ 道路の側溝等に生活排水を流さないようにしましょう。 

◇ 環境に配慮した製品を購入、利用しましょう。 

◇ 太陽光や太陽熱を利用できる設備を設置するなど、自然エネルギーの

利用に取り組みましょう。 

◇ ライフスタイルを見直し、省エネルギーと節水につとめましょう。 

◇ 地下水のかん養をはかるため、雨水を地下に浸透させる施設（浸透ま

すや浸透トレンチなど）の設置に協力しましょう。 
◇ 浄化槽の使用の際には、定期的な清掃や保守点検を行いましょう 
◇ 生垣の設置、自宅の庭への植樹、壁面緑化や屋上緑化などにより、町

に緑を増やしましょう。 

 

（９）自然や生き物とふれあう 

◇ 自然と触れ合う時のマナーを身につけましょう。 

◇ 屋外でごみを捨てることはせず、持ち帰りを徹底しましょう。 

◇ 生き物にもっと関心を持ち、生態を知るようにしましょう。 

◇ 町内に生息する生き物の調査や保護活動、自然観察会などに積極的に

参加、協力し、自然環境や生態系の理解や認識を深めましょう。 

◇ 自然の生態系を乱すような生き物を放すことはやめましょう。 

◇ 野生動物にみだりに近づくことはやめましょう。 

◇ 無責任な餌やりはやめましょう。 

◇ ペットは最後まで責任をもって飼いましょう。 

◇ ペットの散歩はマナーを守り、ふんの処理なども飼い主が責任を持っ

て行いましょう。 

◇ 近所の迷惑にならないよう、ペットの鳴き声や悪臭に注意を払いまし

ょう。 
 

  

第５章 環境配慮行動・指針 

（10）学ぶ、参加・協力する 

◇ 地球環境問題に関心を持ちましょう。 

◇ 紫外線の人体への影響などを知り、適切な対策を講じましょう。 

◇ 省資源・省エネルギー行動に関する新たな工夫や情報の収集につとめ

ましょう。 

◇ 不法投棄などによる環境汚染について関心を持ちましょう。 

◇ 農業者との交流や農業体験、講習会などを通じ、農業への理解を深め

ましょう。 

◇ 森林や川などが環境に果たす役割について学びましょう。 

◇ 全町一斉清掃に、積極的に参加しましょう。 

◇ 樹林地や緑地を美しく保つため、保全・保護活動に参加しましょう。 

◇ 景観の保全に協力しましょう。 

◇ 井戸や湧水の調査や保全に協力しましょう。 

◇ 緑の募金などの緑を守る運動に協力しましょう。 

◇ 私有地内の屋敷林や巨木、古木などの保存につとめましょう。 

◇ 町内会・自治会などが実施する資源回収活動に積極的に協力しましょう。 

◇ 所有地を適切に管理し、不法投棄されないよう自衛策を講じましょう。 

◇ 環境家計簿を作成し、エネルギー使用量を把握するとともに、温室効

果ガスの排出削減やごみの減量に取り組みましょう。 

◇ 各家庭でごみの減量と資源化に取り組みましょう。 

◇ 自発的に環境配慮行動ができるよう、地域や家庭、学校などで環境問

題について話し合いましょう。 
 

（11）その他 

◇ 建物の新築、改築の際は、色彩の調和をはかり、周辺の景観に配慮し

ましょう。 
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第５章 環境配慮行動・指針 

（８）取り入れる 

◇ 下水道処理区域内では、公共下水道への接続につとめましょう。 

◇ 道路の側溝等に生活排水を流さないようにしましょう。 

◇ 環境に配慮した製品を購入、利用しましょう。 

◇ 太陽光や太陽熱を利用できる設備を設置するなど、自然エネルギーの

利用に取り組みましょう。 

◇ ライフスタイルを見直し、省エネルギーと節水につとめましょう。 

◇ 地下水のかん養をはかるため、雨水を地下に浸透させる施設（浸透ま

すや浸透トレンチなど）の設置に協力しましょう。 
◇ 浄化槽の使用の際には、定期的な清掃や保守点検を行いましょう 
◇ 生垣の設置、自宅の庭への植樹、壁面緑化や屋上緑化などにより、町

に緑を増やしましょう。 

 

（９）自然や生き物とふれあう 
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第５章 環境配慮行動・指針 

（10）学ぶ、参加・協力する 
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（11）その他 
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環境家計簿 

環境家計簿とは、地球温暖化防止を目的に、家庭で消費する電気・ガ

ス・水道などのエネルギーのＣＯ２排出量を算出するものです。毎月、

家庭でどのくらいＣＯ２を排出しているか、データを積み重ねることに

より、ムダなエネルギー消費やＣＯ２の削減につなげることができます。 

家庭での省エネルギーはＣＯ２削減だけでなく、家計費の節約や節電

にも直結します。 

クール・ネット東京（東京都地球温暖化防止活動推進センター）では、

「環境家計簿アプリ」を無料で提供しています。 

ぜひ、今日からはじめてみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：クール・ネット東京（東京都地球温暖化防止活動推進センター）ホームページ 

コラム５ 

■環境家計簿アプリ 

第５章 環境配慮行動・指針 

３ 事業者の環境配慮行動                 

（１）共通の項目 

◇ 地下水のかん養をはかるため、事業所内に雨水を地下に浸透させる施

設（浸透ますや浸透トレンチなど）の設置に協力しましょう。 

◇ 敷地内に、雨水タンクや貯留施設を設置し、雨水の積極的利用に取り

組みましょう。 

◇ 施設を整備・改善し、有害な物質を排出しないようにつとめましょう。 

◇ 周囲の景観や環境との調和を考慮した施設の計画を行いましょう。 

◇ 建物の新築や改築時には、周辺環境に十分に配慮し、要請があれば関

係者との協議の場を設けましょう。 

◇ 店舗・事業所などにユニバーサルデザインを取り入れましょう。 

◇ 施設、設備などは環境や省エネルギーに配慮した設計にするとともに、

機器などの購入にあたっても環境負荷の少ない省エネルギー型のもの

を選択しましょう。 

◇ 周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性のある開発事業などに関しては、

十分な事前調査を行うとともに、情報公開を行いましょう。 

◇ 自社の所有地に隣接する雑木林の清掃などの管理に協力しましょう。 

◇ 自社の所有地に緩衝緑地帯としての植樹や生垣の設置を行い、緑化に

つとめましょう。 

◇ 低公害車の積極的な導入をすすめましょう。 

◇ 設備機器に対する消音器、防振ゴム・バネなどの防音・防振装置の設

置、特定発生源の室内への設置、防音壁の設置などの防音・防振対策

を行いましょう。 

◇ 出入りの車両が道路を占用し、交通の妨害にならないよう、敷地内に

駐車スペースを設けるなどの対策を講じましょう。 

◇ 車両が緊急車両や避難の妨げにならないよう、事業所内に十分な駐車

スペースを確保しましょう。 

◇ 太陽光発電や蓄電池、燃料電池などの再生可能エネルギーの導入につ

いて検討しましょう。 

◇ 施設から発生するばい煙などについて、適切な自主管理を行いましょう。 

◇ 常に粉じん飛散防止に注意を払い、防止対策を行いましょう。 

◇ 工場・事業所から発生する臭気が周辺に発散しないよう適切な対策を

講じましょう。 
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◇ 屋外に向けての宣伝放送や営業活動は、周辺の住民への騒音の影響を

十分配慮して行いましょう。 

◇ 施設稼動の各工程において節水に心がけ、水を大切にしましょう。 

◇ 屋外照明の設置、使用にあたっては、近隣への影響に注意しましょう。 

◇ 駐車場などの附属施設の照明は、周辺環境に影響を与えていないかに

ついて検証し、必要に応じて改善しましょう。 

◇ 危険物を安全に保管・管理し、災害時に漏れや爆発などが生じないよ

う、十分な対策を講じましょう。 

◇ 設備の稼動に際し、節電を心がけましょう。 

◇ 事務所内の室温は、冷房時は 28℃を目安に、暖房時は 20℃を目安に調

節しましょう（無理のない範囲で取り組んでください）。 

◇ 事業活動の各工程において、環境に配慮したエネルギーの有効利用を

考えましょう。 

◇ 有害化学物質や農薬などが土壌を汚染することがないよう、厳重な管

理を行いましょう。 

◇ ＰＲＴＲ制度を通じ、有害化学物質についての情報を公開しましょう。 

◇ 公共交通機関の利用や徒歩、自転車による通勤を奨励しましょう。 

◇ 自動車を運転する時は、エコドライブを心がけ、安全運転をしましょう。 

◇ 業務用車両や工事車両の出入りをする際は、騒音・振動の発生を抑制

しましょう。 

◇ ごみの野焼きはやめましょう。 

◇ 使っていない部屋の消灯、使用しないパソコンの電源オフなど、事業

所活動の節電に心がけましょう。 

◇ 社員に対して、外出先でのごみの持ち帰り、ポイ捨ての禁止、ごみの

分別についての啓発を定期的に行い、職場でのモラル向上をはかりま

しょう。 

◇ ごみを搬出するまでの間、周辺に臭気が発散しないよう適切な対策を

施して保管しましょう。 

◇ フロンガスを使用した製品を廃棄する場合は、適切な処理を行う業者

を選定し、引き渡しましょう。 

◇ 廃棄物の出ない生産活動につとめ、事業活動によるごみの排出量を減

らしましょう。 

◇ 事業所内でのごみの減量やリサイクルについての啓発活動を自主的に

実施しましょう。 

  

第５章 環境配慮行動・指針 

◇ 町のゴミの分別ルールに対応するよう事業所内での分別ルールを定め、

ごみの分別排出を徹底しましょう。 

◇ 町民と一緒に、ボランティア活動に積極的に参加しましょう。 

◇ 捨て看板などを街路樹や電柱に設置することはやめましょう。 

◇ 事業所の安全対策や環境対策についての情報を公開しましょう。 

◇ 所有地を適正に管理し、不法投棄されないよう自衛策を講じましょう。 

◇ 全町一斉清掃に参加しましょう。 

◇ 建物の解体・改修の際には、アスベスト飛散防止対策を行いましょう。 

ＰＲＴＲ

ＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer Register：化学物質排

出移動量届出制度）とは、行政、事業者、区民・ＮＧＯの各主体がそれ

ぞれの立場から、また協力して環境リスクを持つ化学物質の排出削減に

取り組んでいくために、有害性のある多種多様な化学物質が、どのよう

な発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含

まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公

表する仕組みです。 

出典：「PRTR インフォメーション広場」（環境省）、「PRTR 制度」（経済産業省） 

コラム６
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（２）農 業 

◇ 肥料をまく際は、周辺に臭気が発散しないよう、気象状況などに考慮

し、覆土を行うなどの適切な対策を行いましょう。 

◇ 農薬や化学肥料は、適正に使用しましょう。 

◇ 休耕地を意欲ある農業者に貸すなどの有効活用を行いましょう。 

◇ 環境保全型農業を推進しましょう。 

◇ 町の農業を守るため、子どもたちの農業体験や、地元の農産物を食す

る機会の創出に協力しましょう。 

◇ 自然災害の防止に役立つ樹林地や農地などの緑地を保全しましょう。 

◇ 農業用のポリマルチを使用する際は、なるべく生分解性のものを選び

ましょう。 

 

（３）建設業 

◇ 建物の解体工事の際は、アスベスト対策を行いましょう。 

◇ 建設工事や解体工事時には、低騒音・低振動の建設機械を使用しまし

ょう。 

◇ 建設廃材の適正処理や産業廃棄物のマニフェスト管理を実施し、不法

投棄をやめましょう 

◇ 施設建設の際は、地域木材を積極的に使用しましょう。 

 

 

  

 狭山池上流部のひまわり畑 

第５章 環境配慮行動・指針 

（４）製造・流通・サービス業 

◇ リサイクル・リユースが可能な製品、材料を選びましょう。 

◇ 簡易包装やバラ売り、量り売りを実施しましょう。 

◇ レジ袋の削減に積極的に取り組みましょう。 

◇ 環境に配慮した商品の品揃えを増やし、販売する際は簡易包装を実践

しましょう。 

◇ 使用済み商品の引き取りなど、店頭回収、自主回収を推進し、再利用

につとめましょう。 

◇ 再生原料及び再生品を利用した製品の製造、加工及び販売につとめま

しょう。 

◇ 再利用を念頭においた商品開発及び販売を行いましょう。 

◇ 食品の製造・販売業者は、調理場から出る生ごみや残飯の資源化を推

進しましょう。 

◇ 地域木材を使う製品などのアイデアを出し、地域木材の使用を推進し

ましょう。 
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第５章 環境配慮行動・指針 
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第６章 計画の推進体制と進行管理 

この章では、第２次計画を着実に推進していくための体制や、計

画の進行管理方法について示しています。 

第５章 環境配慮行動・指針 
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第６章 計画の推進体制と進行管理 

１ 計画の推進体制                    

（１）計画の推進体制 

第２次計画の実効性を高め、効果的な推進をはかるために、町、町民およ

び事業者が協働しながら、それぞれの役割を自主的に果たすよう推進体制の

整備につとめます。 

町は、第２次計画の効率的な推進に向けて、各種施策の策定や事業計画の

立案、事業の実施について庁内関係部署で協議を行うとともに、施策間の調

整を行います。これらを効率的に実施していくため、町民、事業者を含めた

推進体制の整備につとめます。 

 

●計画の推進体制 
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瑞穂町環境審議会 
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周辺自治体等 連携・調整等 
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第６章 計画の推進体制と進行管理 

（２）環境配慮行動の推進（町、町民及び事業者それぞれの推進） 

町は、環境マネジメントシステムに基づき率先して環境配慮行動を実行し、

望ましい環境像の実現に向けた施策・事業の推進にあたります。また、各種

計画・施策の立案や推進に当たっては、第２次計画との整合性をはかります。 

 

（３）事業者、地域、民間団体のネットワーク化 

町民（個人、団体を問わず）や事業者の主体的な活動を広げるとともに、

地域のよりよい環境づくりのための活動の連携を促すため、町民・事業者に

よる幅広い環境活動に係るネットワーク形成を支援します。具体的には、事

業者や民間団体との連携による環境調査の実施、町内会・自治会や民間団体

の連携による清掃活動の実施などに向けて、必要に応じて町が調整役となり、

町民・事業者の自主的活動の推進を支援します。 

 

（４）国、東京都、周辺自治体などとの協力体制づくり 

第２次計画の推進にあたっては、町を主体としながら、国や都、周辺自治

体などへ計画の趣旨を伝えるとともに協力を要請して、連携しながら計画を

推進します。具体的な体制については、取組内容に応じて、環境審議会や関

係者の意見を聴いて、決定していきます。 

 

（５）年次報告と財政上の措置 

第２次計画を着実に実行するため、実施施策などに関する年次報告書を作

成し、公表します。 

また、計画に掲げる施策を実施するために必要な財政上の措置や、その他

  。すましとのもるず講を置措の
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巻 末 資 料 

資料１ 瑞穂町環境基本条例および施行規則 

資料２ 策定経過 

資料３ 用語解説集 

第６章 計画の推進体制と進行管理 

２ 計画の進行管理                    

（１）町の施策の実施状況の把握 

第２次計画に掲げる施策を着実

に推進していくために環境マネジ

メントシステムの考え方である計

画（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、点

検・評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善・見

直し（Ａｃｔ）というＰＤＣＡサ

イクルに基づき、本計画の進行管

理を行います。 

町は、環境の状況や施策・事業、

重点プロジェクトの進捗状況を評

価するため、環境目標・指標を把

握していきます。 

 

（２）町民・事業者の取組状況の把握 

町民・事業者の取組状況は、イベントへの参加者数（全町一斉清掃、フリ

ーマーケットなど）については毎年確認できるものの、例えば省エネ行動の

実施状況は、アンケート調査を行わなくては把握できません。そのため、こ

れらの内容に関しては適切な時期に、アンケート調査を実施し、把握してい

くものとします。 

 

（３）計画の進捗状況の公表、見直し 

第２次計画の進捗状況及び施策の実施状況に関しては、毎年、環境審議会

へ報告するとともに広報みずほやホームページなどを利用して公表していき

ます。 

環境審議会では、毎年の報告を受け、改善すべき点などの指摘を行うとと

もに、おおむね５年毎に見直し方針を提案します。 
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実施 
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ＰＤＣＡ 
サイクル 

●ＰＤＣＡサイクル 
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資料１ 瑞穂町環境基本条例および施行規則         
 

○瑞穂町環境基本条例 

平成 19 年３月 15 日 

条例第 12 号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 環境の保全等に関する基本的施策（第７条―第 14 条） 

第３章 瑞穂町環境審議会（第 15 条） 

第４章 雑則（第 16 条） 

附則 

 

私たちのまち瑞穂町は、古くから青梅街道、日光街道の宿場町として栄え、狭山丘陵を

はじめとした、緑豊かな自然環境を保ちつつ発展を続けてきました。 

しかしながら、私たちの生活が物質的に豊かで便利になる一方で、大量の資源やエネル

ギーを消費することにより、大気汚染等生活環境の悪化と地球温暖化等自然環境の破壊を

引き起こし、地球環境に多大な影響を及ぼそうとしています。 

私たちは、このことを十分に認識し、私たちの生活や活動を環境にやさしい省資源型に

改めるとともに、循環型社会システムを形成することによって、健康で安全かつ快適に暮

らすことができる良好な環境を確保し、その環境を将来の世代に引き継いでいかなければ

なりません。 

私たちは、すべての人々の協力のもと、豊かな環境を保全し創出するとともに、人と自

然との共生をめざし、環境への負荷の少ない持続的発展が可能なまちをつくるため、ここ

に、この条例を制定します。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全、回復及び創出（以下「環境の保全等」という。）につい

て基本理念を定め、瑞穂町（以下「町」という。）の環境の保全等に関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたり町民が健康で安全かつ快適に暮ら

すことができる循環型社会を構築し、自然と共生した良好な環境を確保することを目的

とする。 

  

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 循環型社会 廃棄物等の発生の抑制、資源の循環的な利用の促進及び適正な処分の

確保により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が低減される社会をいう。 

（２） 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支

障の原因となるおそれのあるものをいう。 

（３） 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化及びオゾン層の破壊の進行、海

洋汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及

ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに人の健康で安全

かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。 

（４） 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の

侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪

臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害される

ことをいう。 

 

（基本理念） 

第３条 環境の保全等は、町民が健康で安全かつ快適に暮らすことができる良好な環境を

確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。 

２ 環境の保全等は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能なまち

づくりを目的として、すべての者の積極的な取組と相互の協力によって行われなければ

ならない。 

３ 地球環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境に深くかかわっていることから、す

べての日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。 

 

（町の責務） 

第４条 町は、環境の保全等を図るため、次に掲げる事項に関し基本的かつ総合的な施策

を策定し、実施する責務を有する。 

（１） 公害の防止に関すること。 

（２） 自然環境の保全及び人と自然との豊かなふれあいの確保に関すること。 

（３） 良好な景観の保全等に関すること。 

（４） 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に関すること。 

（５） 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に関すること。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減に関すること。 

２ 町は、自らの事業活動に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。 
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資料１ 瑞穂町環境基本条例および施行規則         
 

○瑞穂町環境基本条例 

平成 19 年３月 15 日 

条例第 12 号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 環境の保全等に関する基本的施策（第７条―第 14 条） 

第３章 瑞穂町環境審議会（第 15 条） 

第４章 雑則（第 16 条） 

附則 

 

私たちのまち瑞穂町は、古くから青梅街道、日光街道の宿場町として栄え、狭山丘陵を

はじめとした、緑豊かな自然環境を保ちつつ発展を続けてきました。 

しかしながら、私たちの生活が物質的に豊かで便利になる一方で、大量の資源やエネル

ギーを消費することにより、大気汚染等生活環境の悪化と地球温暖化等自然環境の破壊を

引き起こし、地球環境に多大な影響を及ぼそうとしています。 

私たちは、このことを十分に認識し、私たちの生活や活動を環境にやさしい省資源型に

改めるとともに、循環型社会システムを形成することによって、健康で安全かつ快適に暮

らすことができる良好な環境を確保し、その環境を将来の世代に引き継いでいかなければ

なりません。 

私たちは、すべての人々の協力のもと、豊かな環境を保全し創出するとともに、人と自

然との共生をめざし、環境への負荷の少ない持続的発展が可能なまちをつくるため、ここ

に、この条例を制定します。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全、回復及び創出（以下「環境の保全等」という。）につい

て基本理念を定め、瑞穂町（以下「町」という。）の環境の保全等に関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたり町民が健康で安全かつ快適に暮ら

すことができる循環型社会を構築し、自然と共生した良好な環境を確保することを目的

とする。 

  

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 循環型社会 廃棄物等の発生の抑制、資源の循環的な利用の促進及び適正な処分の

確保により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が低減される社会をいう。 

（２） 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支

障の原因となるおそれのあるものをいう。 

（３） 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化及びオゾン層の破壊の進行、海

洋汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及

ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに人の健康で安全

かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。 

（４） 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の

侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪

臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害される

ことをいう。 

 

（基本理念） 

第３条 環境の保全等は、町民が健康で安全かつ快適に暮らすことができる良好な環境を

確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。 

２ 環境の保全等は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能なまち

づくりを目的として、すべての者の積極的な取組と相互の協力によって行われなければ

ならない。 

３ 地球環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境に深くかかわっていることから、す

べての日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。 

 

（町の責務） 

第４条 町は、環境の保全等を図るため、次に掲げる事項に関し基本的かつ総合的な施策

を策定し、実施する責務を有する。 

（１） 公害の防止に関すること。 

（２） 自然環境の保全及び人と自然との豊かなふれあいの確保に関すること。 

（３） 良好な景観の保全等に関すること。 

（４） 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に関すること。 

（５） 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に関すること。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減に関すること。 

２ 町は、自らの事業活動に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。 
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３ 町は、環境の保全等を図る上で町民及び事業者が果たす役割の重要性を考慮し、環境

の保全等に関する施策に、これらの者の意見を反映することができるよう必要な措置を

講ずるものとする。 

 

（町民の責務） 

第５条 町民は、その日常生活において、環境への負荷を低減するとともに、公害の防止

及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、町民は、環境の保全等に自ら努めるとともに、町が実施す

る環境の保全等に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減に努めるとともに、

その事業活動に伴って発生する公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、必

要な措置を講ずる責務を有する。 

２ 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによ

る環境への負荷を低減するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全等に自ら努

めるとともに、町が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。 

 

第２章 環境の保全等に関する基本的施策 

（環境基本計画） 

第７条 町長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、瑞穂

町環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１） 環境の保全等に関する目標 

（２） 環境の保全等に関する施策の基本方針 

（３） 環境の保全等に関する配慮の指針 

（４） 前３号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

３ 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ瑞穂町環境審議会の意見

を聴くとともに、町民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ず

るものとする。 

４ 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 

 

（施策の策定等に当たっての義務） 

第８条 町長は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、実施するに当たっては、

環境基本計画との整合を図るものとする。 

２ 町長は、環境の保全等に関する施策について総合的に調整し、推進するために必要な

措置を講ずるものとする。 

 

（情報の提供等） 

第９条 町は、環境の保全等に関する施策を推進するため、環境の保全等に関する情報の

収集に努めるとともに、町民及び事業者の権利利益の保護に配慮しつつ、その情報を適

切に提供するよう努めるものとする。 

 

（環境学習の推進） 

第 10 条 町は、町民及び事業者が環境の保全等についての理解を深めるため、環境に関す

る学習を推進するものとする。 

 

（自発的活動の促進） 

第 11 条 町は、町民、事業者又はこれらの者で構成する団体が行う環境の保全等に関する

自発的な活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（監視、測定等） 

第 12 条 町は、環境の状況を的確に把握するとともに、そのために必要な監視、測定等の

体制を整備するものとする。 

２ 町は、前項の規定により把握した環境の状況を公表するものとする。 

 

（国、東京都等との協力） 

第 13 条 町は、環境の保全等を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国及

び東京都その他の地方公共団体（以下「国等」という。）と協力して、その推進に努め

るものとする。 

 

（地球環境の保全の推進） 

第 14 条 町は、国等と連携し地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に関

する施策を積極的に推進するものとする。 
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３ 町は、環境の保全等を図る上で町民及び事業者が果たす役割の重要性を考慮し、環境

の保全等に関する施策に、これらの者の意見を反映することができるよう必要な措置を

講ずるものとする。 

 

（町民の責務） 

第５条 町民は、その日常生活において、環境への負荷を低減するとともに、公害の防止

及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、町民は、環境の保全等に自ら努めるとともに、町が実施す

る環境の保全等に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減に努めるとともに、

その事業活動に伴って発生する公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、必

要な措置を講ずる責務を有する。 

２ 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによ

る環境への負荷を低減するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全等に自ら努

めるとともに、町が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。 

 

第２章 環境の保全等に関する基本的施策 

（環境基本計画） 

第７条 町長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、瑞穂

町環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１） 環境の保全等に関する目標 

（２） 環境の保全等に関する施策の基本方針 

（３） 環境の保全等に関する配慮の指針 

（４） 前３号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

３ 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ瑞穂町環境審議会の意見

を聴くとともに、町民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ず

るものとする。 

４ 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 

 

（施策の策定等に当たっての義務） 

第８条 町長は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、実施するに当たっては、

環境基本計画との整合を図るものとする。 

２ 町長は、環境の保全等に関する施策について総合的に調整し、推進するために必要な

措置を講ずるものとする。 

 

（情報の提供等） 

第９条 町は、環境の保全等に関する施策を推進するため、環境の保全等に関する情報の

収集に努めるとともに、町民及び事業者の権利利益の保護に配慮しつつ、その情報を適

切に提供するよう努めるものとする。 

 

（環境学習の推進） 

第 10 条 町は、町民及び事業者が環境の保全等についての理解を深めるため、環境に関す

る学習を推進するものとする。 

 

（自発的活動の促進） 

第 11 条 町は、町民、事業者又はこれらの者で構成する団体が行う環境の保全等に関する

自発的な活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（監視、測定等） 

第 12 条 町は、環境の状況を的確に把握するとともに、そのために必要な監視、測定等の

体制を整備するものとする。 

２ 町は、前項の規定により把握した環境の状況を公表するものとする。 

 

（国、東京都等との協力） 

第 13 条 町は、環境の保全等を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国及

び東京都その他の地方公共団体（以下「国等」という。）と協力して、その推進に努め

るものとする。 

 

（地球環境の保全の推進） 

第 14 条 町は、国等と連携し地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に関

する施策を積極的に推進するものとする。 
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第３章 瑞穂町環境審議会 

（環境審議会） 

第 15条 町の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を

調査審議するため、瑞穂町環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。 

（１） 環境基本計画に関すること。 

（２） 環境の保全等の施策に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、環境の保全等に関すること。 

３ 審議会は、前項に規定する事項及びその推進状況に関し、町長から報告を受け、必要

に応じ町長に意見を述べることができる。 

４ 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員 10人以内をもって組織する。 

（１） 町民 

（２） 事業者 

（３） 学識経験者 

５ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再

任を妨げない。 

 

第 4 章 雑則 

（委任） 

第 16 条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。 

（瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 41 年条例第

10 号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（瑞穂町環境保全条例の一部改正） 

第３条 瑞穂町環境保全条例（昭和 48 年条例第 33 号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 

  

 

○瑞穂町環境基本条例施行規則 

平成 19 年５月 31 日 

規則第 17 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、瑞穂町環境基本条例（平成 19 年条例第 12 号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

（委員の人数） 

第２条 条例第 15 条第４項各号に掲げる者の人数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める人数とする。 

（１） 町民３人以内 

（２） 事業者３人以内 

（３） 学識経験者４人以内 

 

（会長及び副会長） 

第３条 条例第 15 条第１項の瑞穂町環境審議会（以下「審議会」という。）に会長及び副

会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（会議） 

第４条 審議会は、会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

４ 審議会は、公開するものとする。ただし、審議会の決定によりこれを非公開とするこ

とができる。 

 

（関係者の出席） 

第５条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見

を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
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第３章 瑞穂町環境審議会 

（環境審議会） 

第 15条 町の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を

調査審議するため、瑞穂町環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。 

（１） 環境基本計画に関すること。 

（２） 環境の保全等の施策に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、環境の保全等に関すること。 

３ 審議会は、前項に規定する事項及びその推進状況に関し、町長から報告を受け、必要

に応じ町長に意見を述べることができる。 

４ 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員 10人以内をもって組織する。 

（１） 町民 

（２） 事業者 

（３） 学識経験者 

５ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再

任を妨げない。 

 

第 4 章 雑則 

（委任） 

第 16 条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。 

（瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 41 年条例第

10 号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（瑞穂町環境保全条例の一部改正） 

第３条 瑞穂町環境保全条例（昭和 48 年条例第 33 号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 

  

 

○瑞穂町環境基本条例施行規則 

平成 19 年５月 31 日 

規則第 17 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、瑞穂町環境基本条例（平成 19 年条例第 12 号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

（委員の人数） 

第２条 条例第 15 条第４項各号に掲げる者の人数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める人数とする。 

（１） 町民３人以内 

（２） 事業者３人以内 

（３） 学識経験者４人以内 

 

（会長及び副会長） 

第３条 条例第 15 条第１項の瑞穂町環境審議会（以下「審議会」という。）に会長及び副

会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（会議） 

第４条 審議会は、会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

４ 審議会は、公開するものとする。ただし、審議会の決定によりこれを非公開とするこ

とができる。 

 

（関係者の出席） 

第５条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見

を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
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（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、住民部環境課において処理する。 

（平成 20 規則 10・一部改正） 

 

附 則 

この規則は、平成 19 年６月１日から施行する 

 

附 則（平成 20 年３月 31 日規則第 10 号) 

この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 23 年３月 31 日規則第５号) 

この規則は、平成 23 年４月１日から施行する。 

  

 

資料２ 策定経過                     
 

年月日 内 容 備 考 

平成 30 年 

５月 30 日 

平成 30 年度 

第１回環境審議会 

・瑞穂町環境基本計画 策定諮問 

・瑞穂町環境基本計画策定について 

平成 30 年 

７月 24 日 

～８月２日 

各課ヒアリングの 

実施 
各課ヒアリング（施策進捗状況、目標等） 

平成 30 年 

８月１日 

～８月 20 日 

町民アンケートの 

実施 

・18 歳以上の町内居住者 

配付 2,000 件、回収 683 件 

平成 30 年 

８月 17 日 

～８月 31 日 

事業所アンケートの 

実施 

・町内事業者 

配付 100 件、回収 41 件 

平成 30 年 

11 月 14 日 

平成 30 年度 

第２回環境審議会 

・環境に関する意識調査報告書及び第２次瑞穂町環

境基本計画の策定について 

平成 30 年 

11 月 22 日 

事業所ヒアリングの 

実施 

３事業所を対象に実施 

（地域での環境保全活動状況、町との連携意向等） 

平成 30 年 

12 月 19 日 

平成 30 年度 

第３回環境審議会 
・第２次瑞穂町環境基本計画素案について 

平成 31 年 

１月 11 日 

～１月 31 日 

パブリック・コメント

の実施 
意見５件 
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（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、住民部環境課において処理する。 

（平成 20 規則 10・一部改正） 

 

附 則 

この規則は、平成 19 年６月１日から施行する 

 

附 則（平成 20 年３月 31 日規則第 10 号) 

この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 23 年３月 31 日規則第５号) 

この規則は、平成 23 年４月１日から施行する。 

  

 

資料２ 策定経過                     
 

年月日 内 容 備 考 

平成 30 年 

５月 30 日 

平成 30 年度 

第１回環境審議会 

・瑞穂町環境基本計画 策定諮問 

・瑞穂町環境基本計画策定について 

平成 30 年 

７月 24 日 

～８月２日 

各課ヒアリングの 

実施 
各課ヒアリング（施策進捗状況、目標等） 

平成 30 年 

８月１日 

～８月 20 日 

町民アンケートの 

実施 

・18 歳以上の町内居住者 

配付 2,000 件、回収 683 件 

平成 30 年 

８月 17 日 

～８月 31 日 

事業所アンケートの 

実施 

・町内事業者 

配付 100 件、回収 41 件 

平成 30 年 

11 月 14 日 

平成 30 年度 

第２回環境審議会 

・環境に関する意識調査報告書及び第２次瑞穂町環

境基本計画の策定について 

平成 30 年 

11 月 22 日 

事業所ヒアリングの 

実施 

３事業所を対象に実施 

（地域での環境保全活動状況、町との連携意向等） 

平成 30 年 

12 月 19 日 

平成 30 年度 

第３回環境審議会 
・第２次瑞穂町環境基本計画素案について 

平成 31 年 

１月 11 日 

～１月 31 日 

パブリック・コメント

の実施 
意見５件 
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平成 30 年度瑞穂町環境審議会委員名簿（敬称略） 

 

 

 

 

  

氏 名 選 出 区 分 備 考 

小 澤 吉 行 公募町民  

近 藤 静 子 公募町民  

吉 平 幸 枝 公募町民  

瀧 澤 千代子   者業事

岡 本 日 吉 事業者  

上 野  勝 事業者  

清 水 浩 昭 学識経験者 会長 

照 井 浩 司 学識経験者  

荒 井 和 誠 学識経験者  

小 山 勝 壽 学識経験者 副会長 

 

資料３ 用語解説集                     
 

【ア行】 

アイドリングストップ 

自動車の駐・停車時における不必要なエンジンの稼動を停止すること。大気汚染防止や

騒音・悪臭防止とともに、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を大幅に抑制できる。 

 

ＩＰＣＣ（Intergovernmental Panel on Climate Change、アイ・ピー・シー・シー） 

気候変動に関する政府間パネルのこと。人間の活動の影響による気候変化、影響、適応

及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うこと

を目的として、昭和 63 年に世界気象機関（ＷＭＯ）と国連環境計画（ＵＮＥＰ）により設

立された組織。 

 

アスベスト 

天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「石綿（せきめん、いしわた）」のこと。以前は建

築物において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていたが、昭和 50 年に原

則禁止された。その後も、スレート材、断熱材等で使用されてきたが、現在では、製造が

禁止されている。石綿は、飛び散り、吸い込むことで、悪性中皮腫や肺がんを引き起こす

ことが知られており、大気汚染防止法等で飛散防止や、ばく露防止が図られている。 

 

生垣助成制度 

瑞穂町生垣設置事業補助金。緑豊かなうるおいのあるまちづくりを推進するため、生垣

を設置しようとする住民に対し、経費の一部を助成する制度。 

 

一般廃棄物 

家庭から出るごみやし尿など産業廃棄物以外の廃棄物をいう。一般廃棄物は市町村が一

般廃棄物処理計画を定めて処理する。 

 

雨水貯留浸透施設 

雨水貯留浸透施設は、雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりして、下水道・河川

への雨水流出量を抑制するもの。 

雨水貯留施設には、公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプと、建物の地下に貯留

するタイプがある。貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水などの雑用水として利用する

こともできる。 
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平成 30 年度瑞穂町環境審議会委員名簿（敬称略） 

 

 

 

 

  

氏 名 選 出 区 分 備 考 

小 澤 吉 行 公募町民  

近 藤 静 子 公募町民  

吉 平 幸 枝 公募町民  

瀧 澤 千代子   者業事

岡 本 日 吉 事業者  

上 野  勝 事業者  

清 水 浩 昭 学識経験者 会長 

照 井 浩 司 学識経験者  

荒 井 和 誠 学識経験者  

小 山 勝 壽 学識経験者 副会長 

 

資料３ 用語解説集                     
 

【ア行】 

アイドリングストップ 

自動車の駐・停車時における不必要なエンジンの稼動を停止すること。大気汚染防止や

騒音・悪臭防止とともに、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を大幅に抑制できる。 

 

ＩＰＣＣ（Intergovernmental Panel on Climate Change、アイ・ピー・シー・シー） 

気候変動に関する政府間パネルのこと。人間の活動の影響による気候変化、影響、適応

及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うこと

を目的として、昭和 63 年に世界気象機関（ＷＭＯ）と国連環境計画（ＵＮＥＰ）により設

立された組織。 

 

アスベスト 

天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「石綿（せきめん、いしわた）」のこと。以前は建

築物において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていたが、昭和 50 年に原

則禁止された。その後も、スレート材、断熱材等で使用されてきたが、現在では、製造が

禁止されている。石綿は、飛び散り、吸い込むことで、悪性中皮腫や肺がんを引き起こす

ことが知られており、大気汚染防止法等で飛散防止や、ばく露防止が図られている。 

 

生垣助成制度 

瑞穂町生垣設置事業補助金。緑豊かなうるおいのあるまちづくりを推進するため、生垣

を設置しようとする住民に対し、経費の一部を助成する制度。 

 

一般廃棄物 

家庭から出るごみやし尿など産業廃棄物以外の廃棄物をいう。一般廃棄物は市町村が一

般廃棄物処理計画を定めて処理する。 

 

雨水貯留浸透施設 

雨水貯留浸透施設は、雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりして、下水道・河川

への雨水流出量を抑制するもの。 

雨水貯留施設には、公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプと、建物の地下に貯留

するタイプがある。貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水などの雑用水として利用する

こともできる。 
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雨水浸透施設には、浸透ますや浸透トレンチ、透水性の舗装などの種類があり、水害を

防止するとともに、地下水のかん養にも効果がある。 

 

エコドライブ 

温室効果ガス排出量の削減を目的とした環境に配慮した自家用車使用のこと。やさしい

発進や加減速の少ない運転、早目のアクセルオフ、エアコンの使用を控えめにする、アイ

ドリングストップなど。 

 

エコマーク商品 

様々な商品（製品及びサービス）の中で､生産から廃棄にわたるライフサイクル全体を

通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品であり、エコマークが

付けられているもの。 

 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals、エス・ディー・ジーズ） 

持続可能な開発目標。平成 27 年９月の「国連持続可能な開発サミット」で採択された

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、平成 28（2016）年から平成

42（2030）年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための包括的な 17 の目標と、そ

の下にさらに細分化された 169 のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残

さないことを誓っているのが特徴。 

 

ＮＯｘ（Nitrogen Oxides、エヌ・オー・エックス） 

窒素の酸化物のこと。大気汚染物質としては、一酸化窒素、二酸化窒素が主である。石

油、石炭等の燃焼によって発生し、工場、ビル、自動車、家庭などから排出される。高温

燃焼の過程でまず一酸化窒素のかたちで大気中に放出され、紫外線などにより酸素やオゾ

ンなどと反応し二酸化窒素に酸化する。この反応はすぐに起こるものではないことから、

大気中ではその混合物として存在している。 

また、窒素酸化物は、光化学オキシダントや酸性雨の原因にもなる。なお、一酸化二窒

素（亜酸化窒素）は温室効果ガスのひとつである。 

 

ＮＰＯ（Non-Profit Organization、エヌ・ピー・オー） 

民間非営利組織。公益の増進に寄与する活動を行う、営利を目的としない民間組織。 

 

  

 

ＬＥＤ（Light Emitting Diode、エル・イー・ディー） 

発光ダイオード。順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素子のこと。電球や蛍光灯

に比べ電気消費量が少なく、寿命も圧倒的に長いことから、次世代の照明として期待され

ている。 

 

温室効果ガス 

地球から宇宙に放射される赤外線を吸収する性質を持つガスのこと。人間活動の拡大に

伴い、温室効果ガスの大気中濃度が上昇することにより、地球規模の気温の上昇、気候の

変動などがもたらされる地球の温暖化が懸念されている。温室効果ガスとして、二酸化炭

素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）などがある。 

 

【カ行】 

外来種 

もともとその地域で生息していなかったが、人間の活動によって他の地域から入ってき

た生物のこと。ただし、自然の力で移動する渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物

の種などは外来種ではない。 

 

環境家計簿 

毎日の生活の中で、環境に関係する行動を家計簿のように記録し、家庭からどれだけの

環境負荷が発生しているかを、家計の収支計算のように行うもの。毎月使用する電気、ガ

ス、水道、ガソリン、燃えるごみなどの量に係数を掛け、家庭から排出される二酸化炭素

量を計算する形式が一般的。 

 

環境基準 

環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条により定められた「人の健康を保護し、及

び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」。現在、大気汚染、水質汚濁、

騒音、土壌汚染などについて定められている。この基準は環境施策をすすめる際の目標で

あり、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保をはかっていこうと

するものである。 

 

環境審議会 

町の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審

議するための審議会のこと。審議会は、町民、事業者、学識経験者から、町長が委嘱する

委員 10 人以内をもって組織される。 
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雨水浸透施設には、浸透ますや浸透トレンチ、透水性の舗装などの種類があり、水害を

防止するとともに、地下水のかん養にも効果がある。 

 

エコドライブ 

温室効果ガス排出量の削減を目的とした環境に配慮した自家用車使用のこと。やさしい

発進や加減速の少ない運転、早目のアクセルオフ、エアコンの使用を控えめにする、アイ

ドリングストップなど。 

 

エコマーク商品 

様々な商品（製品及びサービス）の中で､生産から廃棄にわたるライフサイクル全体を

通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品であり、エコマークが

付けられているもの。 

 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals、エス・ディー・ジーズ） 

持続可能な開発目標。平成 27 年９月の「国連持続可能な開発サミット」で採択された

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、平成 28（2016）年から平成

42（2030）年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための包括的な 17 の目標と、そ

の下にさらに細分化された 169 のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残

さないことを誓っているのが特徴。 

 

ＮＯｘ（Nitrogen Oxides、エヌ・オー・エックス） 

窒素の酸化物のこと。大気汚染物質としては、一酸化窒素、二酸化窒素が主である。石

油、石炭等の燃焼によって発生し、工場、ビル、自動車、家庭などから排出される。高温

燃焼の過程でまず一酸化窒素のかたちで大気中に放出され、紫外線などにより酸素やオゾ

ンなどと反応し二酸化窒素に酸化する。この反応はすぐに起こるものではないことから、

大気中ではその混合物として存在している。 

また、窒素酸化物は、光化学オキシダントや酸性雨の原因にもなる。なお、一酸化二窒

素（亜酸化窒素）は温室効果ガスのひとつである。 

 

ＮＰＯ（Non-Profit Organization、エヌ・ピー・オー） 

民間非営利組織。公益の増進に寄与する活動を行う、営利を目的としない民間組織。 

 

  

 

ＬＥＤ（Light Emitting Diode、エル・イー・ディー） 

発光ダイオード。順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素子のこと。電球や蛍光灯

に比べ電気消費量が少なく、寿命も圧倒的に長いことから、次世代の照明として期待され

ている。 

 

温室効果ガス 

地球から宇宙に放射される赤外線を吸収する性質を持つガスのこと。人間活動の拡大に

伴い、温室効果ガスの大気中濃度が上昇することにより、地球規模の気温の上昇、気候の

変動などがもたらされる地球の温暖化が懸念されている。温室効果ガスとして、二酸化炭

素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）などがある。 

 

【カ行】 

外来種 

もともとその地域で生息していなかったが、人間の活動によって他の地域から入ってき

た生物のこと。ただし、自然の力で移動する渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物

の種などは外来種ではない。 

 

環境家計簿 

毎日の生活の中で、環境に関係する行動を家計簿のように記録し、家庭からどれだけの

環境負荷が発生しているかを、家計の収支計算のように行うもの。毎月使用する電気、ガ

ス、水道、ガソリン、燃えるごみなどの量に係数を掛け、家庭から排出される二酸化炭素

量を計算する形式が一般的。 

 

環境基準 

環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条により定められた「人の健康を保護し、及

び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」。現在、大気汚染、水質汚濁、

騒音、土壌汚染などについて定められている。この基準は環境施策をすすめる際の目標で

あり、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保をはかっていこうと

するものである。 

 

環境審議会 

町の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審

議するための審議会のこと。審議会は、町民、事業者、学識経験者から、町長が委嘱する

委員 10 人以内をもって組織される。 
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環境マネジメントシステム 

企業や団体などの組織が環境方針、目的・目標などを設定し、その達成に向けた取組を

実施するための組織の計画・体制・プロセスなどのこと。国際的な環境マネジメントシス

テム規格としてＩＳＯ14001 がある。 

 

環境ラベル 

製品の環境への影響度をチェックして、一定の基準に合致するものに与えられるラベルの

こと。多くの商品に適用され、環境への負荷が少ないものとそうでないものとが明確になる。 

 

かん養 

雨や川の水などの地表水が地中の帯水層に浸透し、地下水が供給されること。自然状態

でのかん養量が少ない場合は、地盤沈下や湧水枯渇などの対策として、人為的にかん養を

行う。 

 

気候変動 

温室効果の高まりによって地球の平均気温が上昇して地球温暖化が進み、地球全体の気

候が変わること。人為的な温室効果ガスの排出が重大な要因とされている。 

 

気候変動枠組条約第 21 回締約国会議(ＣＯＰ21) 

ＣＯＰ（コップ）とは、Conference of the Parties の略称。条約の最高意思決定機関

である条約締約国会議のこと。ここでは、気候変動に関する国際連合枠組条約の締約国に

よる会議を指す。平成７年にドイツのベルリンで第１回締約国会議（ＣＯＰ１）が開催さ

れて以来，毎年開催されている。 

平成 27 年 12 月、フランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会

議（ＣＯＰ21）において、京都議定書に代わる新たな国際枠組みとなる「パリ協定」を含

むＣＯＰ決定が採択された。パリ協定では途上国を含め条約に加盟するすべての国・地域

が責任を負うこととなった。また、世界共通の目標として産業革命前からの気温上昇を２

度未満に抑え、さらに 1.5 度に収めるよう努力することが明記された。 

 

丘陵地景観基本軸 

東京都景観条例及び景観づくり基本方針に基づいて定めたもの。東京都全体から見て景

観の骨格となる地域を指定したもので、重点的に景観づくりを進めていく地域。 

丘陵地景観基本軸区域内では、良好な景観形成を誘導する目的で、一定規模以上の建築

物や工作物の新改増築、開発行為、土砂採取などを行う場合には、事前に東京都知事あて

の届出が必要となる。 

 

グリーンマーク商品 

古紙の回収・利用の促進を図るため、古紙を原料に利用した製品であることを容易に識

別できる目印として、財団法人古紙再生促進センターが昭和 56 年５月に制定したマーク。

原則として古紙を 40％以上利用した製品。ただしトイレットペーパーとちり紙の場合は

100％、コピー用紙と新聞用紙の場合は 50％以上利用したもの。 

 

クールスポット 

地域緑化、樹林地等の保全、公園緑地等の整備、農地の保全・活用等による緑・水の確

保、屋上・壁面緑化等を通じた地表面被覆の改善を通じて、緑の保全・創出、風の道の形

成を進めていくことが重要である。人が通行や休憩等をする際の暑さを緩和するため、微

細ミスト設備、散水設備、ひさし、緑などが配置された場所のことをいう場合もある。 

 

経済センサス・活動調査報告 

全産業分野の売上（収入）金額や、費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、

国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、 事業所

及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的とした統計法に基づく

基幹統計調査結果をまとめた政府刊行物のこと。 

 

減農薬栽培 

一般の場合に比べて農薬の使用量を減らすこと。また、農薬の中でも特に毒性の強いも

のを使用しないこと。 

 

光化学オキシダント（Ｏｘ） 

大気中のＶＯＣやＮＯｘが紫外線を受けた際、光化学反応によって発生するオゾンなど

をいう。高濃度になると粘膜や呼吸器など人体に影響を及ぼす。 

 

光化学スモッグ 

生成された光化学オキシダントが、気象条件により大気中で拡散されず滞留することで

空が霞んで白いモヤがかかったような状態のこと。「目がチカチカする」、「喉が痛い」など

の症状がでる場合がある。 

 

高効率設備 

従来の設備に比べてエネルギー効率が高い設備のこと。 
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環境マネジメントシステム 

企業や団体などの組織が環境方針、目的・目標などを設定し、その達成に向けた取組を

実施するための組織の計画・体制・プロセスなどのこと。国際的な環境マネジメントシス

テム規格としてＩＳＯ14001 がある。 

 

環境ラベル 

製品の環境への影響度をチェックして、一定の基準に合致するものに与えられるラベルの

こと。多くの商品に適用され、環境への負荷が少ないものとそうでないものとが明確になる。 

 

かん養 

雨や川の水などの地表水が地中の帯水層に浸透し、地下水が供給されること。自然状態

でのかん養量が少ない場合は、地盤沈下や湧水枯渇などの対策として、人為的にかん養を

行う。 

 

気候変動 

温室効果の高まりによって地球の平均気温が上昇して地球温暖化が進み、地球全体の気

候が変わること。人為的な温室効果ガスの排出が重大な要因とされている。 

 

気候変動枠組条約第 21 回締約国会議(ＣＯＰ21) 

ＣＯＰ（コップ）とは、Conference of the Parties の略称。条約の最高意思決定機関

である条約締約国会議のこと。ここでは、気候変動に関する国際連合枠組条約の締約国に

よる会議を指す。平成７年にドイツのベルリンで第１回締約国会議（ＣＯＰ１）が開催さ

れて以来，毎年開催されている。 

平成 27 年 12 月、フランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会

議（ＣＯＰ21）において、京都議定書に代わる新たな国際枠組みとなる「パリ協定」を含

むＣＯＰ決定が採択された。パリ協定では途上国を含め条約に加盟するすべての国・地域

が責任を負うこととなった。また、世界共通の目標として産業革命前からの気温上昇を２

度未満に抑え、さらに 1.5 度に収めるよう努力することが明記された。 

 

丘陵地景観基本軸 

東京都景観条例及び景観づくり基本方針に基づいて定めたもの。東京都全体から見て景

観の骨格となる地域を指定したもので、重点的に景観づくりを進めていく地域。 

丘陵地景観基本軸区域内では、良好な景観形成を誘導する目的で、一定規模以上の建築

物や工作物の新改増築、開発行為、土砂採取などを行う場合には、事前に東京都知事あて

の届出が必要となる。 

 

グリーンマーク商品 

古紙の回収・利用の促進を図るため、古紙を原料に利用した製品であることを容易に識

別できる目印として、財団法人古紙再生促進センターが昭和 56 年５月に制定したマーク。

原則として古紙を 40％以上利用した製品。ただしトイレットペーパーとちり紙の場合は

100％、コピー用紙と新聞用紙の場合は 50％以上利用したもの。 

 

クールスポット 

地域緑化、樹林地等の保全、公園緑地等の整備、農地の保全・活用等による緑・水の確

保、屋上・壁面緑化等を通じた地表面被覆の改善を通じて、緑の保全・創出、風の道の形

成を進めていくことが重要である。人が通行や休憩等をする際の暑さを緩和するため、微

細ミスト設備、散水設備、ひさし、緑などが配置された場所のことをいう場合もある。 

 

経済センサス・活動調査報告 

全産業分野の売上（収入）金額や、費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、

国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、 事業所

及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的とした統計法に基づく

基幹統計調査結果をまとめた政府刊行物のこと。 

 

減農薬栽培 

一般の場合に比べて農薬の使用量を減らすこと。また、農薬の中でも特に毒性の強いも

のを使用しないこと。 

 

光化学オキシダント（Ｏｘ） 

大気中のＶＯＣやＮＯｘが紫外線を受けた際、光化学反応によって発生するオゾンなど

をいう。高濃度になると粘膜や呼吸器など人体に影響を及ぼす。 

 

光化学スモッグ 

生成された光化学オキシダントが、気象条件により大気中で拡散されず滞留することで

空が霞んで白いモヤがかかったような状態のこと。「目がチカチカする」、「喉が痛い」など

の症状がでる場合がある。 

 

高効率設備 

従来の設備に比べてエネルギー効率が高い設備のこと。 
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耕作放棄地 

農林業センサスにおいて「以前耕地であったもので、過去１年以上作物を栽培せず、し

かもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地」と定義されている。 

 

国連持続可能な開発サミット 

ニューヨークの国連本部において平成 27 年９月に開かれた、環境問題と持続可能な開

発に関する国連主催の国際会議のこと。150 を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果

文書として、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択

された。 

 

【サ行】 

再生可能エネルギー 

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効

な利用の促進に関する法律で「エネルギー源として永続的に利用することができると認め

られるもの」として、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に

存する熱、バイオマスが規定されている。再生可能エネルギーは、資源が枯渇せず繰り返

し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しない。 

 

在来種 

その土地に従来成育している固有の動物、植物の種。一般に在来種は江戸時代以前に存

在した動物、植物を対象とする。 

 

さやま花多来里の郷 

箱根ケ崎２番地付近の都市計画緑地内にある「水・緑と観光を繋ぐ回廊計画」の拠点施

設のこと。都内では珍しい 20 万株以上のカタクリが群生する。 

 

狭山近郊緑地保全区域 

狭山近郊緑地保全区域は、首都圏の近郊整備地帯において良好な自然環境を有する緑地

の保全や、無秩序な市街化を防止することを目的として、首都圏近郊緑地保全法に基づき、

国土交通大臣の指定を受けている。近郊緑地保全区域内では、自然保護と土地利用との調

和を図る目的で、一定規模以上の建築物や工作物の新改増築、土地形質の変更、土石等の

採取及び木竹の伐採などを行う場合には、事前に東京都知事あての届出が必要となる。 

 

  

 

残堀川水質調査会 

立川市、武蔵村山市及び瑞穂町の３市町からなり、定期的に水質調査、生物調査を実施

している。また、都に対する残堀川の改善要望などを行っている。 

 

持続可能な開発のための 2030 アジェンダ 

平成 27 年９月にニューヨーク・国連本部において開催された「国連持続可能な開発サ

ミット」で、150 を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、「我々の世界を

変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択された。このアジェンダは、

人間、地球及び繁栄のための行動計画として、宣言および目標（持続可能な開発目標〔Ｓ

ＤＧｓ〕）を掲げている。 

 

持続可能な社会 

現代の世代が、将来の世代の利益や要求を充足する能力を損なわない範囲内で環境を利

用し、要求を満たしていこうとする理念。また、持続可能な開発が行われ持続可能性を持

った社会を「持続可能な社会」ということがある。 

 

循環型社会 

①製品などが廃棄物になることが抑制される。②製品などが循環資源となる場合は適正

に循環的な利用が行われる。③循環的な利用が行われない場合は適正に処分される。これ

らにより天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会のこと。 

 

浄化槽（合併処理浄化槽、単独処理浄化槽） 

し尿などを微生物の作用による腐敗または酸化分解などの方法によって処理し、公共用

水域などに放流するための設備または施設。し尿のみを処理するものを単独処理浄化槽、

し尿及び生活雑排水（風呂や台所の排水、洗濯排水など）を併せて処理するものを合併処

理浄化槽という。合併処理浄化槽は、単独浄化槽よりも水質汚濁物質の削減量が極めて多

く、比較的安価で容易に設置できるため、公共下水道未整備区域などでの生活排水処理の

有力な方法となっている。 

 

食品ロス 

食品由来の廃棄物のうち、本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品のこと。家庭

における食品ロスは、①消費期限・賞味期限切れなどにより、食事として使用・提供せず

にそのまま捨ててしまう、②食事として使用・提供したが、食べ残して捨てる、③食べら

れる部分まで過剰に除去して捨ててしまうの３種類に分けられる。 
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耕作放棄地 

農林業センサスにおいて「以前耕地であったもので、過去１年以上作物を栽培せず、し

かもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地」と定義されている。 

 

国連持続可能な開発サミット 

ニューヨークの国連本部において平成 27 年９月に開かれた、環境問題と持続可能な開

発に関する国連主催の国際会議のこと。150 を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果

文書として、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択

された。 

 

【サ行】 

再生可能エネルギー 

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効

な利用の促進に関する法律で「エネルギー源として永続的に利用することができると認め

られるもの」として、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に

存する熱、バイオマスが規定されている。再生可能エネルギーは、資源が枯渇せず繰り返

し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しない。 

 

在来種 

その土地に従来成育している固有の動物、植物の種。一般に在来種は江戸時代以前に存

在した動物、植物を対象とする。 

 

さやま花多来里の郷 

箱根ケ崎２番地付近の都市計画緑地内にある「水・緑と観光を繋ぐ回廊計画」の拠点施

設のこと。都内では珍しい 20 万株以上のカタクリが群生する。 

 

狭山近郊緑地保全区域 

狭山近郊緑地保全区域は、首都圏の近郊整備地帯において良好な自然環境を有する緑地

の保全や、無秩序な市街化を防止することを目的として、首都圏近郊緑地保全法に基づき、

国土交通大臣の指定を受けている。近郊緑地保全区域内では、自然保護と土地利用との調

和を図る目的で、一定規模以上の建築物や工作物の新改増築、土地形質の変更、土石等の

採取及び木竹の伐採などを行う場合には、事前に東京都知事あての届出が必要となる。 

 

  

 

残堀川水質調査会 

立川市、武蔵村山市及び瑞穂町の３市町からなり、定期的に水質調査、生物調査を実施

している。また、都に対する残堀川の改善要望などを行っている。 

 

持続可能な開発のための 2030 アジェンダ 

平成 27 年９月にニューヨーク・国連本部において開催された「国連持続可能な開発サ

ミット」で、150 を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、「我々の世界を

変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択された。このアジェンダは、

人間、地球及び繁栄のための行動計画として、宣言および目標（持続可能な開発目標〔Ｓ

ＤＧｓ〕）を掲げている。 

 

持続可能な社会 

現代の世代が、将来の世代の利益や要求を充足する能力を損なわない範囲内で環境を利

用し、要求を満たしていこうとする理念。また、持続可能な開発が行われ持続可能性を持

った社会を「持続可能な社会」ということがある。 

 

循環型社会 

①製品などが廃棄物になることが抑制される。②製品などが循環資源となる場合は適正

に循環的な利用が行われる。③循環的な利用が行われない場合は適正に処分される。これ

らにより天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会のこと。 

 

浄化槽（合併処理浄化槽、単独処理浄化槽） 

し尿などを微生物の作用による腐敗または酸化分解などの方法によって処理し、公共用

水域などに放流するための設備または施設。し尿のみを処理するものを単独処理浄化槽、

し尿及び生活雑排水（風呂や台所の排水、洗濯排水など）を併せて処理するものを合併処

理浄化槽という。合併処理浄化槽は、単独浄化槽よりも水質汚濁物質の削減量が極めて多

く、比較的安価で容易に設置できるため、公共下水道未整備区域などでの生活排水処理の

有力な方法となっている。 

 

食品ロス 

食品由来の廃棄物のうち、本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品のこと。家庭

における食品ロスは、①消費期限・賞味期限切れなどにより、食事として使用・提供せず

にそのまま捨ててしまう、②食事として使用・提供したが、食べ残して捨てる、③食べら

れる部分まで過剰に除去して捨ててしまうの３種類に分けられる。 
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暑熱環境 

身体に影響を与える夏の暑さ環境のこと。夏の街なかで熱く感じるのは、気温に加え、

周りの建物・道路等から熱を受けるためである。屋外や半屋外などを対象とし、光や水、

風などの自然の力を活かして暑さをコントロールする対策手法がある。 

 

人材リスト（瑞穂町総合人材リスト） 

瑞穂町の各地域で、多くの人が互いに生涯学習活動やまちづくり活動を学びあえるよう、

さまざまな知識や経験を持つ人材の情報を収集したリスト。 

 

浸透性舗装 

舗装面上に降った雨水を地中に浸透させる舗装方法のこと。地下水の涵養や集中豪雨等

による都市型洪水を防止する効果がある。 

 

浸透トレンチ、浸透ます 

降った雨をその場で地中へ浸透させることにより、流出抑制効果のみならず、地下に還

元することにより都市の水循環の改善を目的とする雨水浸透施設。 

 

３Ｒ（スリーアール） 

環境と経済が両立した循環型社会を形成していくための３つの取組（リデュース、リユ

ース、リサイクル）の頭文字をとったもの。リデュース（ＲＥＤＵＣＥ）は、使用済みに

なったものが、なるべくごみとして廃棄されることが少なくなるように、ものを製造・加

工・販売すること、リユース（ＲＥＵＳＥ）は、使用済みになっても、その中でもう一度

使えるものはごみとして廃棄しないで再使用すること、リサイクル（ＲＥＣＹＣＬＥ）は、

再使用ができずにまたは再使用された後に廃棄されたものでも、再生資源として再生利用

することで、リデュース、リユース、リサイクルの順番で取り組むことが求められている。 

 

生物多様性 

一般には、生態系の多様性、種の多様性、遺伝的多様性という３つの階層で捉えた、生

命の豊かさを包括的に表した広い概念のこと。 

 

総資源化率（ごみの資源化率） 

収集や持ち込まれたごみのうち、どれだけ資源化されたかの割合。リサイクル率とも

いう。 

 

  

 

【タ行】 

第１種区域 

自衛隊や在日米軍の航空機の離発着等に伴う騒音が著しいと認めて防衛大臣が指定する

区域。騒音の強度、発生回数および時刻などを考慮し区分したものであり、ＷＥＣＰＮＬ

（加重等価継続感覚騒音レベル）75 以上（新基準においてはＬｄｅｎ〔時間帯補正等価騒

音レベル〕62 以上）の区域。住宅防音工事の助成対象区域とされている。 

 

ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン及びコプラナーＰＣＢ

の総称。塩素を含む物質を焼却することなどにより発生する。主に食べ物と飲み水から体

内に取り込まれる。猛毒であり、発がん性や催奇形性が強いとされ、環境ホルモンとして

の作用もある化学物質。 

 

代替フロン 

特定フロン（クロロフルオロカーボン：ＣＦＣ、ハイドロクロロフルオロカーボン：Ｈ

ＣＦＣ）の代わりに使用されるフロン（ハイドロフルオロカーボン：ＨＦＣ）。オゾン層破

壊係数はゼロだが、温室効果が高い。 

 

大腸菌群数 

大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のこと。水中の大腸菌群数は、屎尿汚染の

指標として使われている。 

河川での大腸菌群数の環境基準値は類型別に定められており、「50ＭＰＮ／100ＭＬ以下」

～「5,000ＭＰＮ／100ＭＬ以下」となっている。 

 

地球温暖化対策計画 

ＣＯＰ21 で採択されたパリ協定や平成 27 年７月に国連に提出した「日本の約束草案」

を踏まえ、国の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための計画。 

計画では、平成 42（2030）年度に平成 25（2013）年度比で 26％削減するとの中期目標

について、各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにし、削減目標達成への道筋を

付けるとともに、長期的目標として平成 62（2050）年までに 80％の温室効果ガスの排出削

減を目指すことを位置づけており、国が地球温暖化対策を進めていく上での礎となるもの。 
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暑熱環境 

身体に影響を与える夏の暑さ環境のこと。夏の街なかで熱く感じるのは、気温に加え、

周りの建物・道路等から熱を受けるためである。屋外や半屋外などを対象とし、光や水、

風などの自然の力を活かして暑さをコントロールする対策手法がある。 

 

人材リスト（瑞穂町総合人材リスト） 

瑞穂町の各地域で、多くの人が互いに生涯学習活動やまちづくり活動を学びあえるよう、

さまざまな知識や経験を持つ人材の情報を収集したリスト。 

 

浸透性舗装 

舗装面上に降った雨水を地中に浸透させる舗装方法のこと。地下水の涵養や集中豪雨等

による都市型洪水を防止する効果がある。 

 

浸透トレンチ、浸透ます 

降った雨をその場で地中へ浸透させることにより、流出抑制効果のみならず、地下に還

元することにより都市の水循環の改善を目的とする雨水浸透施設。 

 

３Ｒ（スリーアール） 

環境と経済が両立した循環型社会を形成していくための３つの取組（リデュース、リユ

ース、リサイクル）の頭文字をとったもの。リデュース（ＲＥＤＵＣＥ）は、使用済みに

なったものが、なるべくごみとして廃棄されることが少なくなるように、ものを製造・加

工・販売すること、リユース（ＲＥＵＳＥ）は、使用済みになっても、その中でもう一度

使えるものはごみとして廃棄しないで再使用すること、リサイクル（ＲＥＣＹＣＬＥ）は、

再使用ができずにまたは再使用された後に廃棄されたものでも、再生資源として再生利用

することで、リデュース、リユース、リサイクルの順番で取り組むことが求められている。 

 

生物多様性 

一般には、生態系の多様性、種の多様性、遺伝的多様性という３つの階層で捉えた、生

命の豊かさを包括的に表した広い概念のこと。 

 

総資源化率（ごみの資源化率） 

収集や持ち込まれたごみのうち、どれだけ資源化されたかの割合。リサイクル率とも

いう。 

 

  

 

【タ行】 

第１種区域 

自衛隊や在日米軍の航空機の離発着等に伴う騒音が著しいと認めて防衛大臣が指定する

区域。騒音の強度、発生回数および時刻などを考慮し区分したものであり、ＷＥＣＰＮＬ

（加重等価継続感覚騒音レベル）75 以上（新基準においてはＬｄｅｎ〔時間帯補正等価騒

音レベル〕62 以上）の区域。住宅防音工事の助成対象区域とされている。 

 

ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン及びコプラナーＰＣＢ

の総称。塩素を含む物質を焼却することなどにより発生する。主に食べ物と飲み水から体

内に取り込まれる。猛毒であり、発がん性や催奇形性が強いとされ、環境ホルモンとして

の作用もある化学物質。 

 

代替フロン 

特定フロン（クロロフルオロカーボン：ＣＦＣ、ハイドロクロロフルオロカーボン：Ｈ

ＣＦＣ）の代わりに使用されるフロン（ハイドロフルオロカーボン：ＨＦＣ）。オゾン層破

壊係数はゼロだが、温室効果が高い。 

 

大腸菌群数 

大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のこと。水中の大腸菌群数は、屎尿汚染の

指標として使われている。 

河川での大腸菌群数の環境基準値は類型別に定められており、「50ＭＰＮ／100ＭＬ以下」

～「5,000ＭＰＮ／100ＭＬ以下」となっている。 

 

地球温暖化対策計画 

ＣＯＰ21 で採択されたパリ協定や平成 27 年７月に国連に提出した「日本の約束草案」

を踏まえ、国の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための計画。 

計画では、平成 42（2030）年度に平成 25（2013）年度比で 26％削減するとの中期目標

について、各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにし、削減目標達成への道筋を

付けるとともに、長期的目標として平成 62（2050）年までに 80％の温室効果ガスの排出削

減を目指すことを位置づけており、国が地球温暖化対策を進めていく上での礎となるもの。 
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地球温暖化対策実行計画 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体が策定するものとされ

ている計画。計画には、地方公共団体の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量の抑制等を

推進するための計画である事務事業編、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果

ガスの排出抑制等を推進するための総合的な計画である区域施策編の２つがある。 

 

チップ化 

一般に小片をチップという。剪定枝を小片化することにより、路面材や土壌改良材（堆

肥化）等により再利用される。 

 

低公害車 

大気汚染物質の排出や騒音の発生が少ない、従来の自動車よりも環境への負荷が少ない

自動車の総称。電気、太陽光、エタノールなどを動力源とする車が開発されている。 

 

低炭素社会 

地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素やメタンなどの温暖化ガスを極力排出しない経済社

会像のこと。石油などの化石燃料に過度に頼らずに自然エネルギーを活用し、大量生産・

大量消費社会から循環型社会へ脱却することを意味する。 

 

適応策 

既に起こりつつある、あるいは今後起こり得る地球温暖化による影響への備えとして、

自然や人間社会のあり方を調整する対策のこと。例えば、治水対策や熱中症予防、感染症

対策、農作物の高温障害対策や栽培種の変更、生態系の保全などがある。 

 

出前講座 

瑞穂町生涯学習まちづくり出前講座。ボランティア講師による各種講座の開設や、町が

実施している施策の説明など、いつでもどこでも気軽に学習できる機会を提供し、協働し

て生涯学習によるまちづくりを推進していくもの。 

 

電気自動車 

ガソリン自動車はガソリンをエンジンで燃焼させ、車を駆動させるのに対して、電気自

動車は電動モーターで車を駆動させる。 

 

  

 

東京たま広域資源循環組合 

昭和 55 年 11 月に、一般廃棄物最終処分場の設置と管理を事業目的として設立された一

部事務組合で、多摩地域 25 市１町で構成されている。 

 

特定フロン 

オゾン層を破壊し、かつ、温室効果の非常に高いフロン（クロロフルオロカーボン：Ｃ

ＦＣ及びハイドロクロロフルオロカーボン：ＨＣＦＣ）のこと。 

 

ドライ型ミスト発生装置 

細かい霧を発生させ、その水滴の気化熱によって冷涼感が得られる装置。 

 

【ナ行】 

内分泌攪乱物質（環境ホルモン） 

内分泌かく乱作用を持つ化学物質のこと。国の見解では「内分泌系に影響を及ぼすこと

により、生体に障害や有害な影響を引き起こす外因性の化学物質」としている。 

 

燃料電池 

水素と空気中の酸素を反応させ、直接電気へ変換して発電するシステム。利用の段階で

は水しか排出しない。 

 

燃料電池自動車 

燃料電池を搭載した電気自動車のこと。ガソリン駆動車に比べてエネルギー効率が高い

のが特徴。排出されるのは水だけで、ＣＯ２やＮＯx、ＳＯx などの温室効果ガス・大気汚

染物質が排出されないため、「究極のエコカー」とも言われている。 

 

ノー（ＮＯ）レジ袋・マイバッグ運動 

循環型社会の実現に向け、住民、事業者の協力を得て、ごみの減量と地球資源の節約の

ための取組。消費行動からごみに対する意識、環境意識を持ち、マイバッグを持って出か

け、余計なレジ袋をもらわない、環境にやさしいライフスタイルを構築するための運動。 
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地球温暖化対策実行計画 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体が策定するものとされ

ている計画。計画には、地方公共団体の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量の抑制等を

推進するための計画である事務事業編、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果

ガスの排出抑制等を推進するための総合的な計画である区域施策編の２つがある。 

 

チップ化 

一般に小片をチップという。剪定枝を小片化することにより、路面材や土壌改良材（堆

肥化）等により再利用される。 

 

低公害車 

大気汚染物質の排出や騒音の発生が少ない、従来の自動車よりも環境への負荷が少ない

自動車の総称。電気、太陽光、エタノールなどを動力源とする車が開発されている。 

 

低炭素社会 

地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素やメタンなどの温暖化ガスを極力排出しない経済社

会像のこと。石油などの化石燃料に過度に頼らずに自然エネルギーを活用し、大量生産・
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【ハ行】 

ハイブリッド自動車 

内燃機関エンジンと電池との両方を組み合わせ、双方の利点を生かして全体のエネルギ

ー効率を向上させた自動車を指す。省エネルギー効果があるほか、ＮＯx や黒煙の排出も

低減されるという特徴がある。なお、コンセントから直接充電できる機能を持ったハイブ

リッド自動車をプラグインハイブリッド自動車といい、ＰＨＶまたはＰＨＥＶと略される。 

 

花植え運動 

環境美化を目的とし、町内会や児童達の手によって公園や通り沿いに色とりどりの花を

植える運動。 

 

パリ協定 

平成 27 年 12 月の気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ21）において採択され、

平成 28年 11月４日に発効した。「主要排出国を含む全ての国が削減目標を５年ごとに提出・

更新すること」等が義務付けられ、また、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも

２℃高い水準を十分に下回るものに抑えること並びに、工業化以前よりも 1.5℃高い水準

までのものに制限するための努力を認識して継続すること、気候変動の悪影響に適応する

能力を高めること、などが掲げられている。 

 

微小粒子状物質(ＰＭ2.5) 

大気中に浮遊する粒子状物質（Particulate Matter）のうち、粒径 2.5μｍ以下のもの

を指す。肺の奥深くまで入りやすく呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響も懸念さ

れている。 

 

ヒートアイランド現象 

二酸化炭素（ＣＯ２）などの「温室効果ガス」が大気中に大量に放出され、地球の気温

が上昇する現象のこと。 

 

ＶＯＣ（揮発性有機化合物） 

塗料や印刷インク等の有機溶剤として使用され、蒸発しやすく大気中で気体となる有機

化合物の総称。トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が該当する。 

 

  

 

不老川流域対策推進協議会 

不老川流域の川越市、所沢市、狭山市、入間市、瑞穂町の４市１町が、流域内の急激な

都市化と近年の異常気象に伴う降雨への対応として、雨水対策などを推進していくための

組織。雨水、治水対策として、各戸への雨水浸透ますの設置や公共施設での雨水の貯留の

推進、関係機関への要望活動などを実施。 

 

フロン 

クロロフルオロカーボン（炭素、フッ素、塩素の化合物）の通称。化合的に安定してお

り人体に無害であるが、成層圏に達すると強い太陽光線で分解された塩素原子を放出し、

オゾン層を破壊する。その結果、地上に到達する紫外線量が増加し、皮膚がんの増加や異

常気象をもたらすおそれがある。 

 

ポケットパーク 

道路わきや街区内の空き地などわずかの土地を利用した小さな公園または休憩所。 

 

保存樹木・保存樹林地制度 

町内に点在する大きな樹木、そして屋敷林や平地林などの樹林地を所有する人へ奨励金

を交付する制度。基準で定めた樹木や樹林地を、所有者の申請により５年間の保存協定を

結ぶ。所有者は通常の管理をし、年度末に奨励金を交付するとともに、保存指定をした樹

木などには標識を設置する。 

 

【マ行】 

マスタープラン 

基本的な方針を定めた計画のこと。 

 

みずほエコパーク 

町民の健康を増進し、リサイクルと環境学習を推進することを目的として設置された公

園で、生態や環境を学ぶことを意味するエコロジーとのかかわりが深いことから、名称を

エコパークとした。ウッドチップ散策路やドッグランがあり、定期的にフリーマーケット

の開催も行っている。 

 

瑞穂町宅地開発等指導要綱 

町における無秩序な宅地開発などを防止し、良好な市街地の形成を図るため、開発行為

などを行う事業主に対して協力と応分の負担を要請し、公共・公益施設の整備を促進し、

緑豊かな自然と都市機能が調和した快適な生活環境の実現を図ることを目的とした要綱。 
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瑞穂町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

町民に対して人口の現状と将来の姿について正確な情報を提供することにより、認識の

共有を行うことを目的とした戦略。「まち・ひと・しごと創生法」第 10 条の規定に基づき、

平成 27 年度に策定。戦略期間は、平成 27（2015）年度から平成 32（2020）までの６年間。 

 

水・緑と観光を繋ぐ回廊計画 

狭山池上流部やさやま花多来里の郷、郷土資料館と狭山丘陵の自然環境資源を結びつけ、

地域資源として互いに連携させ、来訪者の回遊性を高め、観光の振興をはかる町の計画の

こと。 

 

緑の基金 

緑地の保全及び緑化の推進に必要な資金に充てるため、条例（瑞穂町緑の基金条例）に

より設置された基金。 

 

【ヤ行】 

有機栽培 

①化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない、②遺伝子組換え技術を利用しない、

③栽培に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法のこと。 

 

遊休農地 

農地法において、①現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供

されないと見込まれる農地、②その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の

利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる農地（①を除く）と定義され、農地の

有効利用に向けて、遊休農地に関する措置を講ずべき農地のこと。 

 

ユニバーサルデザイン 

文化や言語、国籍の違い、老若男女といった差異や、障害、能力の有無を問わずに利用

することができる施設・製品・情報の設計（デザイン）のことをいう。対象を障がい者に

限定しない点で、バリアフリーとは異なる。 

 

【ラ行】 

リユース 

一度使用したものをそのままの形で再び使用することであり、日本語では再使用のこと。 

 

  

 

冷媒 

冷凍機・冷房機内を循環して、圧縮による液化・放熱、気化・吸熱を繰り返し、冷却す

る媒体として用いられる物質のこと。 

エアコンの場合、室内機と室外機を結ぶ配管の中で循環しているガスを指し、このガス

を圧縮して熱したり、膨らませて冷やしたりすることで配管の温度を変え、そこに風を当

てて温風や冷風を出す。このため、圧縮などによって化学変化しにくい性質が求められる。

これまで、冷蔵庫やクーラーではフロン系の冷媒が広く用いられてきた。 

 

レジリエント 

英単語の「resilient」で、「弾力のある」、「回復力のある」などの意味。ここでは、「強

靭」という意味で用いられる。 
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